
農林水産物・食品 輸出額の推移
輸出 ・国際局

（単位：億円）

3※財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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2024年の農林水産物・食品 輸出額（１－12月）品目別
輸出 ・国際局
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＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．加工食品のPR等需要拡大、テストマーケティング、輸出人材の育成等
加工食品の輸出拡大に向けて、複数の食品製造事業者等が連携して販路開拓を
行い、輸出の商流を構築するためのプロモーションやテストマーケティング、輸出人材
の育成等を支援します。

２．輸出先国の現地ニーズに対応するために必要な機械の導入等
輸出先国・地域のバイヤー等が求める条件等、現地のニーズに対応した商品の開
発・製造のために必要な機械導入等に係る費用を支援します。

３．加工食品クラスター組成・育成・輸出事業計画の策定支援等
１、2による取り組みの管理や遂行のサポート、輸出事業計画の策定支援等を行い
ます。

３－１．グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策のうち

加工食品クラスター輸出緊急対策事業

＜対策のポイント＞
加工食品は、農林水産物・食品の輸出額の約４割を占め、輸出の伸びが期待できる分野である一方、食品製造業においては、中小・零細事業者が大半
を占めており、輸出人材の確保や販路開拓等単独での輸出の取組を行うことが困難です。 このため、多様な商品について地域の食品製造事業者等が連携し
て海外市場を開拓する取組や、現地ニーズに対応した取組等を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］ ）

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品製造課（03-6744-2068）

【令和６年度補正予算額 401百万円】

１ 輸出拡大に向けた連携体制の構築

展示会・商談会への参加 テストマーケティング

２．現地ニーズに対応するための機械の導入等

輸出向けの機械導入輸出向けの商品開発

食品メーカー

食品メーカー

食品メーカー

地域商社

金融機関・コンサル

加工食品クラスター

連携

地方農政局

地方自治体

その他
支援機関

海外ニーズ調査・勉強会

ニーズ
調査結
果

重点的に支援(例)

・地域商社等が核と
なった複数事業者
の取組
・美容・健康志向食
品等の新たなニー
ズに対応した取組

（例）

・バイヤー等の求める条件を
満たす製造機械
・海外向けラベル機
・輸出用包装機
・長期輸送のための冷凍機

国
民間団体等

（民間事業者、一般社団法
人等含む）

定額
民間団体

（任意団体を含む）

定額

３



＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．早見表作成等
主要な輸出先10ヶ国・地域について、規制根拠である関連法規等を調査・整理
するとともに、増粘剤等の食品添加物の用途、使用基準、規格の早見表を作成し
ます。

２．研修会・勉強会の開催
食品添加物、賞味期限延長等の勉強会や研修会の開催等により知見を共有し
ます。

３．規制や賞味期限延長への対応、食品添加物・包材の切替等
輸出先国・地域の規制や賞味期限延長への対応のため、代替添加物・包材の
切替や試験、商品開発、分析機器導入等を支援します。

２－１．食品産業の国際競争力強化緊急対策事業のうち

加工食品国際標準化緊急対策

＜対策のポイント＞
国内で使用が広く認められている食品添加物等であっても、他国で使用が認められていない場合があり、中小の食品製造事業者等が代替添加物を検討す

るため、使用基準等を整理した情報が求められています。本事業では、既に作成済みの着色料等に続き、増粘剤等について、それぞれの輸出先国で認められ
ている添加物への代替利用を促す早見表の作成や、規制や賞味期限延長対応等のための包材の切替等（国際標準化）を支援することで、加工食品の
輸出を促進します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

（民間事業者、一般社
団法人等含む）1, 2, 3

定額

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品製造課（03-6744-2068）

国別・添加物種別の代替添加物「早見表」を作成

食品製造事業者等

３. 定額

３.規制や賞味期限延長への対応、
食品添加物・包材の切替等

商品の開発に必要な分析機器導入等

1.早見表作成等

２. 研修会・勉強会

研修会による知見の共有

R4年度：着色料
R5年度：乳化剤等
R6年度：保存料等
R7年度：増粘剤等

【令和６年度補正予算額 55百万円】

４



５



６



農林水産物・食品支援策ガイドと補助事業の募集

6

７



輸出に関する手続き・制度
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農林水産省輸出・国際局規制対策グループ

令和６年度輸出環境整備推進委託事業

PPWR（EU包装・包装廃棄物規則）解説書の
ご紹介

農林水産省 GFP加工食品部会 加工食品輸出セミナー
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

容器包装・容器包装廃棄物規則（PPWR）とは

1. 容器包装・容器包装廃棄物規則（PPWR）とは

⚫ 容器包装・容器包装廃棄物規則は包装廃棄物の削減を目的として2022年11月に提案され、 2025年2月11日に発効しました。

⚫ これまでEUにおける包装廃棄物に関する規制は、指令（Directive）として、EU加盟国それぞれの国内法で法整備されてい

ました。しかし、加盟国間で対応に差が生じたため、今般規則（Regulation）に格上げされ、環境配慮の要件が増えた形で

EU加盟国に一律に適用されることになりました。

⚫ 2026年8月から要件が順次適用開始され、リサイクル可能な包装などの主要な要件は早ければ2030年から適用開始される予

定です。

【政策目標】
1. 再利用や詰め替えシステムを増やすなど、包装廃棄物を防止・削減する
2. 2030年までに、EU市場で流通しているすべての包装を、経済的に実行可能な方法でリサイクル可能にする
3. 安全な方法で包装へのリサイクルプラスチックの使用を増やす
4. 包装におけるバージン材の使用を減らし、2050年までにセクターを気候ニュートラルにする

包装・包装廃棄物の管理に課される要件のポイント包装に課される要件のポイント

特定の包装の使用禁止

包装の空きスペースの上限

• 有害物質の使用規制
• リサイクル可能な包装
• プラスチック部包装の最低

リサイクル含有割合
• プラスチック包装における

バイオベース原料

• 堆肥化可能な包装
• 包装の最小化
• 再利用可能な包装

• 表示規制
再利用・デポジット・リターンシステムへの参加

生産者登録簿への登録

拡大生産者責任

適合性評価持続可能性要件・表示規制

特定の包装廃棄物削減・リサイクル目標

再利用・充填・詰め替え
輸出事業者の皆様に
特に関係する要件

（出所）EU日本政府代表部「EUのPPWR（包装・包装廃棄物規則）の概要」,欧州委員会, “Factsheet - Circular Economy: Packaging and Packaging Waste Regulation”より作成
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

①包装に課される要件の全体像

2. 包装に課される要件 （1）包装に課される要件の全体像

⚫ EUへ輸出される包装製品（食品を含む）は、適用開始までに要件を満たさなければ、EU市場で販売できなくなります。

⚫ 下記に抜粋した要件は、商品の包装に課される要件です。各要件の詳細については、本規則とは別に、今後2～10年の間に

下位規則の中で定められます。特に、6条、7条は、事業者の皆様にとっても大きな影響がある要件です。

01

有害物質の使用規制（5条）

05

堆肥化可能な包装（9条）

2026年8月以降、包装における懸念物質の量及び濃度は最
小化しなければならない。食品接触包装材については、特
定のPFASについて、含有量濃度が限度値以下にする必要
がある。

ティーバッグ、生鮮野菜・果実に貼られるシール等は、
堆肥化可能になるように設計される。

02

リサイクル可能な包装（6条）

06

包装の最小化（10条）

2030年以降、リサイクル可能に設計された包装材を活用
する必要がある。2035年以降はリサイクル性能等級C以上、
2038年以降は、等級B以上を満たすことが求められる。

2030年以降、包装材は、機能を確保するために必要な最
小限の重量・体積で設計される必要がある。
例）二重壁、二重底、不必要な層等の、体積を不必要に
増加する包装は禁止

03

プラスチック包装の最低リサイクル含有割合（7条）

07

再利用可能な包装（11条）

2030年以降、プラスチック包装材（PET・その他プラ）に
ついて、リサイクル材を一定割合以上含む必要がある。
2040年にはさらに割合を引き上げる。

2030年以降、パレット等の輸送用包装材、段ボールを除
く箱型グループ包装、一部の酒類、乳飲料等を除く飲料
包装は、一定割合以上が、再利用可能な包装材で提供さ
れる必要がある。

04

プラスチック包装におけるバイオベース原料（8条）

08

表示規制（12～14条）

2028年2月までに、プラスチック包装材について、バイオ
プラスチックを活用することに対する規制の影響を検討す
る。

デポジット制度、再利用可能な包装材、バイオプラス
チック材等の要件について、ラベル表示が必要となる。

09
特定の包装の使用禁止（25条）
2030年以降、特定の包装は禁止される。
例）複数商品をまとめるフィルム、生鮮果実・野菜用のネット/使い捨てトレイ、レストランで提供される調味料等の小袋

赤枠は、持続可能性要件

本セミナーで取り上げる要件
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

②適用開始スケジュール

2. 包装に課される要件 （1）包装に課される要件の全体像

未定 要件の適用開始

下位規則等の制定等
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

②適用開始スケジュール

未定 要件の適用開始

下位規則等の制定等

2. 包装に課される要件 （1）包装に課される要件の全体像
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

⚫ 市場に出される全ての包装は、2030年1月1日までに、マテリアルリサイクルに対応できるよう設計され、2035年１月１日

までに、大規模リサイクルされている必要があります。

⚫ 包装には、「A」「B」「C」「技術的にリサイクル不可」の4段階で、リサイクル性能等級評価が付されます。2030年以

降はリサイクル性能等級C以上、2038年以降はB以上でないと、EU市場で販売することができません。

⚫ 4段階のリサイクル性能等級により、EU市場での販売に制限がかけられることに加え、拡大生産者責任における「生産

者」の負担費用の額が将来的に調整されます。

⚫ リサイクル性能等級は、包装カテゴリごとにパラメータの評価に応じて決定され、評価基準は以下の事項を考慮の上、決
定されます。

✓ リサイクル設計基準のガイドライン…欧州標準化機構（CEN）の議論を参照
✓ 有害物質…欧州化学品庁（ECHA）の議論を参照
✓ リサイクル技術に関する技術・経済的なパフォーマンス…GHG排出、収率、CAPEX/OPEX 等

①「リサイクル可能な包装」の規定内容

2. 包装に課される要件 （2）要件例：リサイクル可能な包装

（出所） Regulation (EU) 2025/40の6条, Annex II Table3, Webinar on new Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)資料（DG ENV Unit3 “Packaging and Packaging Waste 
Regulation”(2024年12月16日)）より作成

⇒詳細未定：リサイクル性能等級の評価方法は、2028年1月1日までに欧州委員会によって委任規則が採択される見込み

リサイクル性能等級

2030年 2035年 2038年

リサイクル可能設計
（重量ベース）

リサイクル可能設計
（重量ベース）

大規模リサイクル リサイクル可能設計
（重量ベース）

大規模リサイクル

Grade A 95%以上 95%以上 Grade A 95%以上 Grade A

Grade B 80%以上 80%以上 Grade B 80%以上 Grade B

Grade C 70%以上 70%以上 Grade C

技術的に
リサイクル不可

市場販売禁止

リサイクル性能等級の考え方
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

⚫ 市場に出される全ての包装は、2035年1月1日から、大規模リサイクルが可能である必要があります。

⚫ 「大規模リサイクル」とは、廃棄物となった場合、個別に収集、選別、設置されたインフラでリサイクルされることを指

します。大規模リサイクルの方法論は、下表の13カテゴリごとに規定されます。

⚫ 大規模リサイクルとしてみなされるためには、各カテゴリごとに、年間リサイクル材の量が木材については30%、その他

の素材については55%以上を確保することが求められます。

①「リサイクル可能な包装」の規定内容

2. 包装に課される要件 （2）要件例：リサイクル可能な包装

大規模リサイクルの評価のカテゴリ

（出所） Regulation (EU) 2025/40の3条、6条、Annex II Table2より作成

⇒詳細未定：大規模リサイクル評価の方法論及びリサイクル性能等級の補足・更新等については、2030年1月1日まで
に実施規則が採択される見込み

材 包装カテゴリ

紙・段ボール
紙・段ボール包装（液体包装用を除く）

液体包装ボード

金属
アルミニウム

スチール

ガラス ガラス

木材 木材、コルク

その他 繊維、陶磁器、その他

材 包装カテゴリ

プラスチック

硬質PET

硬質PE、硬質PP、HDPE＋硬質PP

フィルム・フレキシブル

PS、CPS、EPS

その他硬質プラ

生分解性（硬質・軟質）
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

⚫ 2. 包装に課される要件 （2）要件例：リサイクル可能な包装

①「リサイクル可能な包装」の規定内容

（注）例示であり、網羅的なリストではない
（出所） Regulation (EU) 2025/40の Annex II Table1より作成

（参考）今後欧州委員会を中心に設定されるリサイクル設計基準の包装のカテゴリ

2. 包装に課される要件 （2）要件例：リサイクル可能な包装

材
包装カテゴ

リ
包装材の例*

色彩
透過

ガ
ラ
ス

ガラス
瓶、ジャー、小瓶、化粧品容器、タブ型容
器、アンプル、ガラス製バイアル (ソーダ
石灰ガラス)、エアゾール缶

－

紙
・
段
ボ
ー
ル

紙・段ボー
ル包装

箱、トレイ、グループ包装、フレキシブル
紙包装(例：フィルム、シート、パウチ、蓋、
コーン、ラッパー)

－

紙・段ボー
ルを主とす
る複合包装

液体包装用板紙、紙コップ(ポリオレフィン
ラミネートかつアルミニウム有または無で
のラミネート)、トレイ、皿及びカップ、金
属又はプラスチックのラミネート紙又は段
ボール、プラスチックライナー又は窓付き
紙又はボール紙

－

金
属

スチールを
主とする複
合包装

ブリキ板やステンレス鋼を含むスチール製
の硬質包装(エアゾール缶、缶、塗料缶、箱、
トレイ、ドラム、チューブ)

－

アルミニウ
ム硬質材を
主とする
複合包装

アルミニウム製の硬質包装（食品・飲食用
の缶、ボトル、エアゾール、ドラム、
チューブ、缶、箱、トレイ)

－

大部分が
アルミニウ
ムである複
合包装 (半硬
質及び軟質)

アルミ製半硬質・軟質 包材(容器、トレイ、
チューブ、ホイル、軟質ホイル)

－

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

硬質PET

ボトル、フラスコ
透明クリ
ア/カラー、
不透明

ボトル、フラスコ以外の硬質包装(ポット、タ
ブ型容器、ジャー、カップ、単層・多層のト
レイおよび容器、エアゾール缶を含む)

軟質PET フィルム
ナチュ
ラル/
カラー

硬質PE 容器、ボトル、トレー、ポット、チューブ

軟質PE 多層包装、複数素材包装を含むフィルム

材
包装カテゴ

リ
包装材の例

色彩
透過

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
続
き
）

硬質PP
容器、ボトル、トレイ、ポット及び
チューブ ナチュラ

ル/カ
ラー軟質PP

多層包装及び複数素材包装を含むフィル
ム

HDPE・PP
（硬質）

クレート及びパレット、波板プラスチッ
ク

－
PS, XPS（硬
質）

硬質包材(乳製品の包装、トレイ、カップ、
その他の食品容器を含む)

EPS（硬
質）

硬質包材(魚箱/白物家電、トレイなど)

その他硬質
プラ(例：
PVC、PC等)

中間バルクコンテナ、ドラムを含む硬質
包材

－

複数素材を
含むその他
軟質プラ

パウチ、ブリスター、熱成形包装、真空
包装、改質雰囲気包装（MAP）/改質湿度
包装 (可撓性の中間バルク容器、袋、スト
レッチフィルムを含む)

－

生分解性硬
質/軟質プラ
スチック-
(例：PLA、
PHB)

硬質・軟質な包材 －

木
材

コルク含む
木製包装

パレット、箱、クレート －

繊
維

天然繊維
合成繊維

鞄 －

セ
ラ
ミ
ッ
ク

セラミック ポット、コンテナ、ボトル、ジャー －
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

（参考）今後欧州委員会を中心に設定されるリサイクル設計基準のパラメータ

①「リサイクル可能な包装」の規定内容

（出所） Regulation (EU) 2025/40の Annex II Table4より作成

パラメータ パラメータに関する説明

添加物

• 添加物とは、ある特性を素材に付与するために加えられる物

質のこと。

• 包装容器に添加物が含まれていると、選別工程で包装材料の

選別が誤る原因となったり、得られたリサイクル材を汚染し

たりする可能性がある。

ラベル

• ラベルの被覆率、ラベルの素材やラベルの貼り付けに使用さ

れている接着剤の種類も、リサイクル材の品質に影響を与え

る。

スリーブ

• スリーブを使用することで、スリーブと本体を分離すること

が必要となる。包装本体に対するスリーブの被覆率は、選別

しやすさに影響を与えるほか、スリーブの素材は包装の選別

しやすさとリサイクル可能性の両方に影響を与えうる。

クロー
ジャーおよ

び
その他小さ
な包装部品

• クロージャーとは、包装を閉じたり密封したりするために用

いられる部品のこと。（例：商品改ざん防止用のシュリンク

ラップ、ライナー、キャップ、蓋、シール、バルブ等）

• クロージャーの素材は、包装の選別しやすさとリサイクル可

能性の両方に影響を与えうる。また、包装に固定されていな

いクロージャーは、ごみの増加につながりうる。

• 包装本体に取り付けられている小さな包装部品は、分離のし

やすさや包装のリサイクル可能性に影響を与えうるほか、選

別・リサイクルの工程で消失する可能性がある。

粘着性

• 接着剤は、選別およびリサイクル工程での効率や、利用者に

よる分別に影響しない形で使用することができる。包装に接

着剤が残留すると、得られるリサイクル材の品質や純度が低

下する恐れがある。

• 洗浄可能な接着剤を使用することで、包装本体から分離しや

すくなり、リサイクル材に接着剤の残留物が残らないように

することが可能である。

パラメータ パラメータに関する説明

着色

• 着色剤とは、包装材料に色を付与する物質のこと。

• 濃く着色された紙やプラスチック素材は選別時に影響を与えう

るほか、リサイクル材の品質を低下させる恐れがある。

素材構成

• 単一素材または、複合素材であれば、素材が容易に分離でき、

かつリサイクル材を高効率で回収できるような素材を使用する

ことが望ましい。

バリア・
コーティン

グ

• バリアは透過防止機能を持たせるために添加される素材や物質、

コーティングはその他の機能や特性を持たせるために表面に施

される素材を指す。

• 包装にバリアやコーティングが含まれると、リサイクルがより

困難となりうる。リサイクル材の高い回収率を確保できる設計

が望ましい。

インク・
ラッカー/
印刷/

コーディン
グ

• インクとは、着色剤と他の物質を混合し、印刷またはコーティ

ングの工程で素材に塗布されるのこと。

• ラッカーとは、揮発性溶剤に溶かした樹脂またはセルロースエ

ステル、あるいはその両方を用いた塗布材のこと。

• コーディングとは、バッチコーディングやその他の情報、ブラ

ンド表記等を目的として包装に直接施される印刷物のこと。

• 懸念物質を含むインクを使用すると、包装のリサイクルを妨げ

ることになる。洗浄工程で出る印刷インクは、洗浄水を介して

リサイクル材に混入する可能性がある。

• また、印刷インクが洗浄工程で出ない場合であっても、インク

がリサイクル材の色を損なう恐れがある。

残渣/内容
物の使い切
りやすさ

• 製品の内容物が残留すると、包装の選別しやすさやリサイクル

可能性に影響を与えうる。

• 包装の設計は、内容物を容易に空にできるよう考慮し、廃棄時

には内容物が完全に排出されていることが望ましい。

解体の
しやすさ

• 包装に固定された部品は、包装の選別しやすさやリサイクル可

能性に影響を与えうる。

• 包装の設計によっては、エンドユーザーが下流の選別工程に適

した形に分離しやすくすることができる。

2. 包装に課される要件 （2）要件例：リサイクル可能な包装
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

②多層フィルムへの影響

2. 包装に課される要件 （2）要件例：リサイクル可能な包装

⚫ 食品包装に求められる機能は、食品の鮮度・品質維持に必須となるバリア性をはじめとして、強度、柔軟性、耐熱性、耐寒
性、耐油性、防曇性など多岐にわたります。

⚫ 多層フィルムは、複層的に素材を重ね合わせることで、単層では実現できない機能を発揮することができる素材です。重ね
合わせる素材は必ずしも単一の素材に限りません。例えば、お茶のティーバッグのように、アルミとプラスチックを蒸着*
する場合もあります。多層フィルムは、食品包装において多用されています。

例）菓子袋やレトルト食品の包装、肉製品を覆うフィルム、お茶のティーバッグ

⚫ 単一・あるいは複数素材を使った多層フィルムの場合、PPWRで要求される「リサイクル可能設計」への対応が課題となり
ます。

⚫ リサイクル設計基準は、2028年1月1日までに採択される委任規則で定められる予定です。実際にどういった構造設計がなさ
れていれば、リサイクル可能とみなされるのか、基準を理解したうえで、包装材のリサイクル設計への対応、あるいはリサ
イクル適性を有する他の包装材への切り替え・対応が必要です。

（注）気化したアルミニウム蒸気をプラスチックフィルムの表面に定着させることで、極めて薄いアルミニウム層をフィルム上に形成する技術を活用
（出所）多層フィルムの図解については、日本プラスチック工業連盟資料より作成

PE

PE

接着層

接着層

合成樹脂（EVOH）

外層側

内層側

多層フィルムの構成例（断面図）

多層フィルムが活用されている食品包装例：
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

⚫ リサイクル設計基準は、欧州標準化機構（CEN）の議論を参照して2028年までに策定される予定です。

⚫ 既に業界団体によって提示されている各種設計ガイドラインを踏まえ、欧州規格も整理されていく可能性が高いと想定さ

れています。既存のガイドラインを2つご紹介します。

③今後のリサイクル設計基準の設定

2. 包装に課される要件 （2）要件例：リサイクル可能な包装

（出所）CEFLEXウェブサイト、RecyClassウェブサイトから作成

CEFLEXガイドライン RecyClassガイドライン

CEFLEXとは：
• 軟包装の循環型経済の実現を推進するコンソーシアム。

素材メーカーからブランドオーナー、小売まで広く参加。

設定しているガイドライン：
• ポレオレフィン（PO）をベースとした軟包材のリサイク

ル適性を満たすためのガイドラインを2023年4月に公表
☞ガイドライン詳細：https://guidelines.ceflex.eu/guidelines/

確認しているパラメータ：
構造設計の各要素に加え、製品ライフサイクル設計（選別し
やすさ、メカニカルリサイクルの可能性）も考慮される

RecyClassとは：
• 欧州プラスチックリサイクル業界団体Plastic Recyclers 

Europe（PRE）が運営するイニシアチブ

設定しているガイドライン：
• 同機関が設定しているリサイクル設計ガイドラインに

沿って包材は評価、結果に応じてAからＦまでのランク
が付与。その他、リサイクルプラスチックのトレーサ
ビリティに関する評価も実施

☞ガイドライン詳細： https://recyclass.eu/recyclability/design-for-
recycling-guidelines/

確認しているパラメータ：

材質構成、材料、色、サイズ、製品残留物、バリア、添
加物、ラミネート接着剤、綴じ口、ライナー、シール、
バルブ、その他のコンポーネント、表面ラベル素材、ラ
ベル用接着剤、インク

https://guidelines.ceflex.eu/guidelines/
https://recyclass.eu/recyclability/design-for-recycling-guidelines/
https://recyclass.eu/recyclability/design-for-recycling-guidelines/
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

⚫ 2. 包装に課される要件 （3）要件例：プラスチック包装の最低リサイクル含有割合

「プラスチック包装の最低リサイクル含有割合」の規定内容

2. 包装に課される要件 （3）要件例：プラスチック包装の最低リサイクル含有

⚫ 包装単位全体の総重量の5%以上をプラスチック部が占める場合、p.8で示したカテゴリ及び包装材ごとに定められた割合

の、プラスチック廃棄物から回収されたリサイクル材を含む必要があります。リサイクル材の含有割合は、製造工場及び

年ごとの平均として計算されます。

⚫ 2030年、2040年の2段階で設定されており、2040年には最低含有割合が引き上げられる見込みです。

⚫ 2029年1月1日又は実施規則令の施行日の2年後のいずれか遅い日までに、リサイクル材含有割合を計算し、検証へ適合す

る必要があります。

項目

2030年1月1日又は
実施規則の発効日から

3年後のどちらか
遅い方

2040年1月1日

PETを主成分とする接触包装材（使い捨て飲料用ボトルを除く） 30% 50%

PET以外のプラスチック材料で製造された接触包装材
（使い捨て飲料用ボトルを除く）

10% 25%

使い捨て飲料用ボトル 30% 65%

その他上記以外のプラスチック包装 35% 65%

（出所）Regulation (EU) 2025/40の7条より作成

⇒詳細未定：①利用可能なリサイクル技術に関する委任規則、②プラスチック含有割合等を計算する実施規則、
③ 第三国の同等性を判断する実施規則は、2026年末に制定される見通し
※2028年1月1日までに割合の緩和も検討される余地あり

プラスチック包装の最低リサイクル含有割合
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

包装材の管理に課される要件の全体像

3. 包装・包装廃棄物の管理に関する要件 （1）包装材の管理に課される要件の全体像

⚫ その他、事業者に関係する包装材の管理に課される要件については、下記に記載のとおりです。

拡大生産者責任

包装材のライフサイクルでかかる環境への影響に関連する費用は、「生産者」が負担する義務を負う。

適合性評価

持続可能性・ラベリング要件へ対応している包装材かどうかについて、包装、包装製品の製造事業者が、EUレベルの
共通仕様あるいは規格に基づき、適合性評価を実施する。また、サプライチェーン上で、技術文書を含む包装材に関
する情報をトレースする必要がある。

生産者管理簿への登録

生産者または生産者から委託された生産者責任組織は、加盟国が設置する登録簿に登録する必要がある。登録する際
の申請書に記載する情報には、連絡先、納税者番号、商業登記番号等が含まれる

再利用・デポジット・リターンシステムへの参加

事業者は、再利用可能なシステムに参加する。このほか、回収や再充填など、再利用を実現するために必要となるイ
ンフラを必要に応じて設置する。

本セミナーで取り上げる要件
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

⚫ 包装材が持続可能性要件・ラベリング要件を満たしていることは、技術文書に加え、適合性が確認された旨を宣言する適

合宣言書により証明されます。

⚫ 要件の内容が更新された場合には、一度適合性評価を実施していたとしても、更新された要件への適合が求められます。

適合性評価の規定内容

3. 包装・包装廃棄物の管理に関する要件 （2）要件例：適合性評価

（出所） Regulation (EU) 2025/40の第35条～第39条、およびANNEXVIIより作成

（注）欧州官報に掲載された統合規格；「EN 13427:2004」「EN 13428:2004」「EN 13429:2004」「EN 13430:2004」「EN 13431:2004」「EN 13432:2000」

• 包装の一般的な説明および使途  
• 設計の概念、設計図面、および部品の材料等  
• 図面や設計、および包装の取扱いに関する説明
• 以下の情報を記載したリスト

I  適用した統合規格*
ii 適用した共通仕様（欧州委員会が今後設定）
iii 測定または計算用途で使用する技術に関する仕様
iv   統合規格または共通仕様が部分的に適用される場合、適用された部分の説明
v 統合規格または共通仕様が適用されていない場合、第5条～12条の要求を満たす代替策の説明

• 包装のリサイクル性、物理的・化学的特性、再利用可能性（第6条、第10条、第11条）に関する試験の実
施方法についての定性的説明

• 試験結果を記載した報告書

• 製造事業者は、包装のカテゴリごとに適合宣言書を作成する
• 適合宣言書は、当該包装の市場投入から５年間（使い捨て包装）又は10年間（再利用可能な包装）、技
術文書と共に政府が利用できるよう保管する

• 適合宣言書は、継続的に更新され、包装が市場に投入される先の加盟国、市場で提供される加盟国が要
求する言語に翻訳される

• 包装材および包装製品の製造事業者は、 5条～12条、24条、26条の要件へ適合する。要件への適合

右記を含む
技術文書の

作成

適合宣言書の
作成・保管

適合性評価の流れ
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

参考：適合宣言書のイメージ

3. 包装・包装廃棄物の管理に関する要件 （2）要件例：適合性評価

（出所） Regulation (EU) 2025/40のANNEX VIIIより作成

⚫ 適合宣言書は、8つの項目で示される構造から構成される必要があります。

包装を特定できる識別番号1

宣言の対象となる包装の説明4

宣言；
“This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer”

3

製造者または認可代表者のの氏名、職位、住所2

適用した統合規格の記載5

署名、宣言書の識別番号8

適用した共通仕様の記載6

通知機関が発行する証明書に関する説明（該当する場合のみ）7

• 通知機関の名称、住所、番号
• 通知機関が実行した措置の説明
• 発行された日付
• 必要に応じ、証明書の有効期限および条件
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

適合性評価における対応事項

3. 包装・包装廃棄物の管理に関する要件 （2）要件例：適合性評価

 適合性評価の実施
• 包装材供給事業者から必要情報を受け取り、持続可能

性・ラベリング要件への適合性評価を実施し、技術文
書・適合宣言書を作成。

 文書の保管
• 上市から5年間（使い捨て包装）又は10年間（再利用可

能な包装）、適合宣言書と技術文書を保管。

製造事業者

…包装または包装済み製品を製造する事業者、あるいは自らの
名称・商標で設計・製造した包装・包装製品を有する事業者

輸入事業者

…EU市場に初めてその包装・
包装製品を輸入する事業者

販売事業者

…製造事業者、輸入事業者以外の
包装を上市する事業者

例：包装材製造事業者、食品製造事業者、自身のブランド
名・商標で設計した商品を製造している食品製造事業者*

例：輸入卸売事業者
例：卸売業者、スーパーマーケッ

ト

 適合性の確認
• 要件への適合性を、文書等（適

合宣言書の内容、ラベルの貼付、
要求文書の添付等）の情報に基
づき確認。

 文書の保管
• 製造事業者と同じ。

 適合性維持のための管理
• 責任下にある間、製品の保管・

輸送過程で適用要件への準拠が
損なわれないよう保管。

 開示情報の適切な利用
• 適用される要求事項への準拠

を確認する以外の開示情報の
目的外の利用の禁止。

 適合性維持のための管理
• 輸入事業者と同じ。

⚫ EUでは、適合性評価が実施された製品のみの市場販売（上市）が認められます。

⚫ 従って、EU市場で製品を流通させる事業者は、製造者が製品の包装の適合性評価を実施していることを確認、実施されてい

ない場合は実施を依頼又は自らで実施することが必要です。

（注）製造事業者が零細企業かつ包装材供給事業者が同一国に所在する場合「製造事業者」は包装を供給する事業者となる
（出所） Regulation (EU) 2025/40の第3条、第15条～18条より、作成

（共通実施事項）
 不適合判明時の是正措置構築・回収、当局への報告・協力
• 持続可能性要件・ラベリング要件について不適合の懸念がある場合、是正措置を直ちに講じ、必要に応じて包装を回収。
• 加盟国の市場監視当局に，疑われる不適合及び講じた是正措置を直ちに報告。
 適合性の実証に必要な情報の提供
• 国家当局の要請に基づき、適合性を実証するために必要なすべての情報・文書（当該当局が容易に理解できる1つ以上の言語による技

術文書を含む）を、要請から10日以内に、電子形式あるいは紙形式で提供。
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

⚫ 拡大生産者責任とは、製品のライフサイクル全体を通じて、環境への影響に対して相当程度の責任を負うことです。

⚫ 「生産者」は、廃棄物の収集、輸送、分別、処理、リサイクル、廃棄物管理システムの運営、廃棄物管理に関する情報提

供および教育活動、廃棄物管理に関する監視および報告にかかる費用、廃棄物容器のラベル表示費用、都市ごみの組成調

査費用を負担します。

⚫ 生産者は、自身の拡大生産者責任について、生産者責任組織へ義務の履行を委託することが可能です。

⚫ 拡大生産者責任に関する費用については、各加盟国における生産者責任組織を中心に費用が決定されます。事業者は該当

する場合、規定された費用負担を負い、またその費用分を製品価格へ転嫁することを検討する必要があります。

⚫ 将来的には、リサイクル性能等級やリサイクル技術の持続可能性基準・リサイクル材に係る環境コストがこの費用設定に

反映されることが想定されています。

拡大生産者責任

3. 包装・包装廃棄物の管理に関する要件 （3）要件例：拡大生産者責任

（出所） EXPRAウェブサイトおよびverpactウェブサイトより作成

素材のタイプ 2025年（ €／kg）

ガラス € 0.100

紙・段ボール € 0.017

硬質プラスチック € 1.220

軟質プラスチック € 1.320

アルミニウム € 0.300

その他金属素材 € 0.360

木 € 0.015

飲料カートン € 0.880

再利用可能な包装 (システム料金を除く) € 0.015

再利用可能な飲料カップ € 0.28

その他の素材 € 0.015

オランダにおける拡大生産者責任の費用設定の例拡大生産者責任のスキーム

新製品の素材

リサイクル
施設

地域自治体の
廃棄物管理

包装製造
事業者

消費者

小売

包装済製品

充填者
（Filler）

生産者責任
組織

契約関係

費用の流れ

新製品

ものの流れ
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

拡大生産者責任における「生産者」の定義
3. 包装・包装廃棄物の管理に関する要件 （3）要件例：拡大生産者責任

⚫ 「生産者」は、製造業者、輸入業者、販売業者いずれもなりえます。

⚫ 例えば、日本の食品事業者が商社等を介してEU市場に包装済み食品を販売する場合（例①）、生産者は、当該製品を初めて

EU市場に輸入する卸売業者です。この場合、日本の食品事業者は利用されている包装がEUで要求される基準を満たしている

ことを確認する必要があります。

⚫ また、欧州現地に拠点を有している食品事業者が、現地で包装し包装済み製品を販売する場合（例②） 、「生産者」に該当

します。これは、例えば日本から輸入した包装材で包装し、販売する場合も同様です。

（注）図は作成者の考えが含まれており、妥当性・完全性を示すものではありません。個別の事例に応じて検討が必要です。
（出所）DG ENV Unit3 “Packaging and Packaging Waste Regulation”(2024年12月16日)を踏まえ、作成

日本食品事業者

日本食輸入卸売業者

商社

小売事業者 外食産業

生産者

包装済みの製品

例①：EU市場へ包装済み製品を輸出する場合

包装済み製品をEUへ輸
出

販売販売

包装製造事業者
日本現地企業

食品工場

流通事業者

小売事業者

消費者

生産者

包装製造事業者

例②：現地拠点で包装し、包装済み製品を販売する場合

包装材

包装材
商品包装

輸送

販売
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推奨

推奨

推奨

メイン

メイン

アク
セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

PPWR解説書のご案内
4. PPWR（EU包装・包装廃棄物規則）解説書のご案内

⚫ PPWRの規定内容については、現在、農林水産省委託事業にて取りまとめております。

⚫ 本セミナーにて取り上げることができなかった要件についても、網羅的に整理しております。

⚫ 2025年度以降に、農林水産省ウェブサイトにて公表される予定ですので、必要に応じてご参照いただけますと幸いです。
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一般財団法人 食品産業センター
農林水産省加工食品国際標準化緊急対策事業事務局

海外食品添加物規制早見表
用途拡大（酸味料・保存料・酸化防止剤）のご紹介

Phase３
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一般財団法人 食品産業センター の概要

（Japan Food Industry Association) 略称「JFIA」

食品産業界唯一の中核的・横断的団体として1970（昭和45）年設立。

役割：食品産業界全体の相互連携、食品産業の発展を図ること
人員：３１名（農林水産省ＯＢ 5名 食品企業からの出向 1６名）

食品産業界の意見を集約して、行政や業界に要請・提言を行うとともに、
食品産業界の共通の課題解決に向けて取り組む。

食品産業関連11７団体、食品企業等12８社、１都道府県、個人会員1５名
（令和 ７年 ２月 ３日現在）

【主な事業】
（１）食品の品質・衛生管理に関する調査・指導

（２）食品産業の海外事業展開・食品の輸出促進に関する情報の収集・提供

（３）食品の表示の適正化・情報の提供に関する調査・指導

（４）食品産業の試験研究・技術開発に関する交流・提言

（５）食品産業の環境対策に関する調査・指導

（６）地域の食品産業の振興 など
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【課題】
・食品添加物は国・地域により定義される範囲、成分規格、使用基準、
用途が異なるため、日本で使用が認められている添加物が、海外では
使用できず、それらを使用した加工食品が輸出できないケースがある

・国内で使用可能である食品添加物が海外で使用可能か調べるため
には、煩雑な作業と手間がかかる

【早見表の提供】
・国内で使用している食品添加物が、海外で使用できるか、容易に検索・判別ができる無料ツールを提供する

・調査対象国：輸出上位を占める１０か国・地域
（米国、EU、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ、ベトナム、豪州)

海外食品添加物早見表の取り組み概要
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【用途】
①食品添加物 ３用途の新規規制調査
（Phase3）

・酸味料 （２５品目）
・保存料 （２７品目）
・酸化防止剤 （５６品目）
合計 １０８品目

Phase１ 83
Phase2 159 (糖アルコール３物質含む)

Phase3 108      
合計 350 品目

②着色料の更新調査

・各国の規制は更新されるため、メンテナンスをしないと正しい情報を提供できない。
一昨年に調査したPhase1（着色料）について、今期、再調査と更新を行い、事業者への正確な情報の維持に努めた。

Phase1 83（着色料）の更新調査

新規
↓

更新
↓

海外食品添加物早見表の取り組み概要
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早見表の閲覧件数（ＰＶ数）
（令和７年１２月末日締めデータ）

早見表サイトのアクセス数は新しい用途が追加されると増加。公開から今年1月までに計３３７,３５６ＰＶの閲覧数。
事業者様など、輸出を進める皆様方に幅広くご活用頂くよう、今後も情報の追加を行う。

※公開して２年が経過しました

食品添加物規制早見表Webサイトに関するユーザーレスポンス

Phase
2公開

Phase3
公開

PF総数も
増加！
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２０２５年１月２４日に食品添加物規制セミナーを実施

＜アンケート結果＞

各国の規制の理解の向上、使用可能な添加物への代替など、事業者の輸出事業に貢献した。
今後も必要なコンテンツを充実させ、情報を発信する。

食品添加物規制セミナーのレビュー

項目 説明のわかりやすさ 必要な情報は得られたか 全体の満足度

点数（5点） ３．７ ３．６ ３．７

• 国によって規制が異なることなど再認識できた内容もあり、大変有意義な時間となった
• 添加物の規制体制の理解を深めることができました
• 各国の状況がまとめられており、改めて各国の規制を見直すことができた
• 使用不可の添加物を輸出可能な添加物に置き換えるのに、大変役立つ情報でした。
• 輸出先国の添加物規制を調べてももなかなか出てこず、困っていました。自分の調査方
法と結果と間違っていなさそうだと安心いたしました

• 自身の業務を遂行するにあたり、必要な知識・情報を得ることが出来ました
• 検索ツールの早見表は非常に有益なツールですので、部内に共有させていただきます
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海外食品添加物早見表の説明

海外食品添加物早見表の使い方
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（海外輸出規制プラットフォーム： yushutsukisei.com よりアクセス

海外食品添加物早見表の使い方
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海外食品添加物早見表の使い方
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必要な情報を入力
添加物の用途
国・地域選択
キーワード

海外食品添加物早見表の使い方
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『〇』をクリックすると、詳細ページが開きます

海外食品添加物早見表の使い方
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英名

別名

INS番号

海外食品添加物早見表の使い方
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品目番号/
関連法規

機能

使用基準

使用基準出典元ＵＲＬ

成分規格出典元ＵＲＬ

成分規格（起源/規格値/製法）

海外食品添加物早見表の使い方
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該当箇所が黄色い帯でハイライトされます

①

② ③キーワードを入力

海外食品添加物早見表の使い方（検索）
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海外食品添加物早見表の使い方（解説書）

国名 酸味料が該当する機能分類の定義

日本 ・酸味の付与又は増強による味覚の向上又は
改善のために使用される

米国 ＜風味増強剤＞
・食品自体の特徴的な味や香りを与えることな
く、食品の元の味や香りを補足、強化、変更す
る
＜ｐH調整剤＞
・酸性度または塩基性度を変更又は維持する
ために添加される

EU ＜酸＞
食品の酸性度を高める、および/または、食品
に酸味を与える

調味料・酸味料

日本の酸味料は、酸、ｐH調整剤、風味増強剤、香料、調味料等に分類されることがある
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それぞれの物質について、各国での機能が一目でわかる便利な一覧表を収載

海外食品添加物早見表の使い方（解説書）
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【今後の取り組み（予定）】
新規： 増粘剤類
更新： 乳化剤、甘味料、調味料等

新規
↓

更新

海外食品添加物早見表の今後の取り組み
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本資料に掲載されております情報については、一般財団法人食品産業センターが作成した内容で
あり、その正確性、完全性、情報更新などに関して、万全を期しておりますが、食品産業センターが
本資料の情報を用いて行う一切の行為について、 何ら責任を負うものではございません。
情報を利用される場合には皆様で必ずご確認いただくか、皆様がご判断の上、ご利用頂きます様
お願いいたします。

また、早見表の構成につきましては、テキスト作成時、システム開発中であったことから画面表示
や方法が実際と異なる場合がございます。 更新されていない情報につきましては現物が優先
されますのでご了承ください。

また転載・複製を行う場合には、食品産業センターへ承認申請を行っていただくようお願いいたします。

★無断での転載・複製利用はご遠慮ください。

ご清聴ありがとうございました。



GFP加工食品部会「加工食品輸出セミナー」

~輸出商流構築の最前線

2025年2月28日

アクセンチュア株式会社
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加工食品輸出に向けては、市場創造・販路開拓の“オフェンス”と海外から求められる規
制・条件をクリアする“ディフェンス”の双方が求められる。

加工食品輸出の“オフェンス・ディフェンス”

商流構築

• 現地調査、想定ターゲットのヒアリング（ニーズ、価格など）

• JETROアドバイザー等を活用した市場調査

• 保税・FTA等の仕組みを活用して価格を抑える

• クラスター取組

• 地域・品目一丸でのブランディング

• 共同製造・共同物流等でのコスト削減

• クラスター補助金*の活用

• 実行性のあるマーケティング戦略の策定（仮説）

• ターゲット：どんな人に、どんなニーズがあるか

• 販売チャネル：最適なチャネルは何か

• プロダクト：製品の強みや訴求ポイントは

• 価格：価値に見合った価格か

• ＰＲ：どんな方法でターゲットにアピールするか

• 素早くPDCAをまわして、仮説検証し、実践

HOW（活用できるツールやTips）Point

• ターゲット国の規制情報を収集して添加物の代替・不
使用への変更等、適当なレシピ変更を実施

添加物規制
対応

• 添加物早見表*の活用

• 信頼できる商社や支援機関との連携

賞味期限
延長

• 商品特性を踏まえて下記を組合わせ

➢ 成分や製法変更・包材対応・添加物利用・
冷凍対応・現地ルールに合わせた期限設定

• 包材メーカー・冷凍技術メーカー・専門家との連携

• 日本とターゲット国の賞味期限表示ルールの違いを認識し
社内でも共有

包材規制
対応

• 衛生面と環境面の両方の視点を理解

➢ EUは特に先端かつ厳しい基準

➢ 環境面は国連で統一基準が検討中

• 包材メーカー・専門家との連携

• リサイクル可能包材の使用等、環境を意識した取組

課題

攻
：
オ
フ
ェ
ン
ス

守
：
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
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（参考）GFP加工食品部会セミナー実施状況

加工食品
輸出セミナー

(2/28)

加工食品
クラスター
意見交換会
（6/27）

EU新法規&
マーケットセミナー
（11/11）

• EUの新法規に適切に対応し、新法制定後の対応漏れによる取りこぼしを防ぐ。ま
たEUのマーケット情報を発信することで、EU市場攻略の有効な示唆を得る機会と
した。また、参考として、処理水規制緩和の流れがある中国向け輸出の現状につい
ても、市場概況を発信

• セミナー後に合同相談会を実施、課題解消・リレーション構築に繋げた

• クラスター取組に係るポイント講演に加え、類型別の有望加工食品クラスターや輸
出商社でのパネルディスカッションを実施することで、優良事例・有効取組を発信

• 加工食品クラスター同士で意見交換を行うことで、他クラスターを参考に自クラス
ターの円滑かつ効果的な取組推進に繋げるとともに、複数クラスター同士での連携
可能性の向上に繋げた

• ターゲットエリアはオーストラリア・ニュージーランドを選定し、マーケティング戦略や規制
情報等を発信。テーマ・チャネルとしてインバウンド・EC・ライブコマース・交通機関に
フォーカスし、各テーマ・チャネルの活用方法や進出方法、相互連携による相乗効
果を発信

• セミナー後に合同相談会を実施、課題解消・リレーション構築に繋げた

実施概要

ネクストマーケット
セミナー
（7/29）

• 今年度のテーマである“商流構築”をベースに、体系的な商流構築の考
え方を発信、商流構築を目指してきた伴走支援事業の成果を含む優
良事例や、有望品目・有効施策・ネクストターゲット等を紹介することで、
次年度以降の輸出拡大の機運醸成を行う

• 北海道味噌醤油工業協同組合/木
桶仕込み味噌輸出促進コンソーシア
ム/石川県食品協会/クラウン貿易

• セミナー視聴者数：74クラスター

• 意見交換会参加数：19クラスター

登壇者等

• ベースフード/JR East Business 
Development SEA/北海道エア
ポート/ひかり味/TRYBER/Nippon 
Food

• セミナー視聴者数：507名

• 合同相談会参加者数：44名

• イオングループ中国本社/TOPPAN/
山田水産/オーケー食品工業/むそう
商事/正田醤油/オタフクソース/フュー
チャーキャピタル/農水省EU規制担当

• セミナー視聴者数：1142名

• 合同相談会参加者数：31名

※本日実施
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（参考）伴走支援プログラム チーム概要

チーム１：米国×日系販路

• 初心者向けチーム、輸出の初期取組として米国日系販路への商流構築を目指す

• メンター：ロコラボ

チーム２：米国×現地系販路（小売・外食・EC）

• ECも活用しつつ、米国現地系への商流構築を目指す

• メンター：クラウン貿易

チーム３：EU×日本食店

• EU、特にフランスの日本食外食店への商流構築・拡大を目指す

• メンター：フューチャーキャピタル・FOODEX

チーム４：ASEAN×日系小売

• ASEAN、特にシンガポールの日系小売への商流構築を目指す

• メンター：カメイ

チーム５：オーストラリア/ニュージーランド×アジア系・現地系小売

• オーストラリア/ニュージーランドのアジア・現地系小売への商流構築を目指す

• メンター：JFC
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ターゲットニーズ・販売チャネルを意識しつつ、販路を有する輸入業者・輸出商社との関係
性構築を行い、PDCAサイクルを回しつつ、パートナリングの仮説検証を進めることが重要。

効果的な商流構築の流れ

概要

• そのターゲットにリーチする上で、相応しい販売チャネル（小売・外食・EC・中食）を具体的
にイメージする（現地渡航・関係者ヒアリングも効果的）

• 大ロットでの輸出を目指すのか、小ロット高付加価値輸出を目指すのかの判断も必要

• 販売チャネルに販路を有している、輸入業者・輸出商社を探した上で、商品の提案を行う

• 実需業者側から商流の指定があるケースも多く見られる

• 海外市場（国、市場・消費者・競合など）の調査に基づき、想定ターゲットを絞り込む。そ
のうえで、現地消費者のリアルな声や、ぺルソナ像の作成（※）から、自社商品の提供価値と
の整合を検討し、ターゲットのニーズを明確化

ターゲット
選定

販売チャネル

輸入業者・
輸出商社

• 上記サイクルを高頻度で回すことで、戦略仮説の検証・パートナー輸入業者・輸出商社との
相性を検証する

• その上で、パートナーとの連携方針の検討、新たなパートナー探し等のアクションに移る

小さな
PDCA

（※）典型的なターゲットを表すために作成され人物像、ニーズや購入シーンを検討する効果的な手法
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輸出目標に応じてどこまでのチャネル開拓を目指すべきかが異なる。大ロット輸出拡大を
目指す上では“現地系チャネル(小売・外食)”の販路開拓が必要。

販売チャネル戦略の考え方

その他

小売

外食

日系小売・百貨店

高級日本食店

高級ホテル

EC
中食
チェーン

コンビニエンスストア

現地系ハイエンド小売・
食品専門店

アジア系小売(米国・EU)

中級日本食店

高級現地系料理店

団体購買(中国)

現地系小売

日本食チェーン店・
低価格日本食店

現地系料理店・カフェ等

日系チャネル アジア系チャネル 現地系チャネル

日本産品の“ショーケース” 現地の“メインストリーム”向けの大ロット輸出

輸出1兆円 輸出5兆円

→ 輸出のゲートウェイだが、
店舗数は限定的

→ 現地ミドル層の需要へ
のリーチが必要
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商流構築のセオリー

• 外食は、基本的に原材料に関する価格感度が高い傾向。海外/現地製
品との差別化ができ、外食市場で活用・商流の広がりが考えられる食品
は外食店への訴求も効果的（半調理品・調味料・飲料等）

• 外食・小売共に販売可能な商品で、ターゲット国の食文化に馴染みのな
い品目は外食店等から訴求し、品目の知名度上昇後小売にて一般消
費者に訴求する流れが一般的

• 小売は、まず現地の日系小売・百貨店を“ショーケース”として販路開拓し、
その後、アジア系小売・現地系小売、と販路を拡大していくことがセオリー

➢ 各国でECチャネルも普及してきているため小売向けではターゲットとすべきであるが、
一定の認知度を得た商品でないと販売拡大は難しいため、日本国内or現地での
一定のブランド確立を優先すべき

• なお、中国の団体購買・贈答用需要等の国固有の販売チャネルも存在
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輸出拡大に向けて現地系商流構築の機運が高まっているが、ロット・コスト・導入条件
等のハードルが高いケースが多く、自社の戦略にフィットするのかの見極めも重要。

現地系商流構築に向けた課題

チャネル、
パートナー

供給ロット

価格・コスト

特注・PB対応

導入条件・
ペナルティ対応

課題 事業者の声

• 日系卸は現地系小売と直接アカウントを持っていないケースが多く、現地系卸もしくは
ブローカー経由での導入になるため、ネットワーキング・対応窓口のハードルが高い

➢ JFCはWalmartと直接アカウントを持っているなど例外もあり

• 帳合が多くなると、コストが高くなり、また情報が入ってこなくなる傾向にある

• 導入店舗数にも依るが、成約となれば大規模発注が入ることが多く、注文を充足す
るだけの製造能力および製造余力がある企業でないと受注が困難

➢ 店舗数を絞っての展開も考えられるが、バイヤーの心理としては棚での動きが
良ければ、将来的に全店舗展開を望むケースが多い

• 価格・コストに厳しく、アジア系小売で販売されている価格帯をベンチマークとし、少し
低めに値付けをすることも多い。また大規模な発注ロットを活かし、ボリュームディスカウ
ントの交渉が入ることもある

• 現地系小売はアジア系小売と比較して、より幅広い購買層が訪れる為、ユニバーサル
なデザインの商品が求められる傾向にある

• COSTCO・TJなど一部の小売店はその店舗独自の荷姿やパッケージでの取り扱いを
希望することもあり、小売店の希望にあったスペックでの供給が必要となる

• バイヤー起点で採用が決まるものを除き、導入条件が課せられるケースが多い。例とし
ては、導入費の支払いやプロモーション費用の捻出などが導入条件となるケースがある

• 欠品のペナルティが設定されているケースもあり、欠品により棚を空けてしまった販売機
会ロスの費用をサプライヤーサイドが負担するケースがある

• サプライヤー管理の観点から取引業
者は精査したい。取引額が大きくない
のであれば、既存で商流があるブロー
カーや現地系卸から購入したい 
（米系小売）

• 棚での回転が良い商品は全店舗展
開したい。バイヤーサイドの要望に応
じて、欠品することなく供給してほしい
（豪州小売）

• EDLP戦略を取っており、最安値の価
格で常に消費者に販売したい
（米系小売）

• 欠品による販売機会ロスはバイヤーの
評価にも関わる為、避ける必要があり、
ペナルティが発生して当然と考える
（米系小売）

• 他社と同じ商品を販売するのでは、
価格競争が起き利益も取りづらい

• バルク販売を特徴としている為、販売
形態に合う形で供給してほしい
（米系小売）
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サプライチェーン一気通貫で輸出をコーディネートすることが重要であり、商社としての特
長の明確化・デジタル活用・商社間連携もポイントとなる。

輸出商社との連携 ~”強い商社”のポイント

生産

 規制対応・認証取得に
関する、輸出産地・
メーカーへの積極的な
サポート

 “マーケットイン”での新
規輸出商品の発掘・
商品開発(PB商品含)
への関与

 コスト・品質保持の面で
適切な輸出物流ルート
の構築(混載含む)

 輸出先国×販売チャネ
ルの多角化・リスク軽減

 輸入/国内販売事業等
での事業ポートフォリオ

流通 販売

 コロナ影響によるマーケッ
トの変化に対応した販
路開拓・プロアクティブな
商品提案

 デジタル(オンライン商
談・SNS・EC等)を活
用したマーケティング

①商社としての"特長"・"強み"の明確化(販路・地域・デジタル)

②シナジーのある”輸出+α事業”・”新たな商社ビジネス”の展開

③積極的な商社間連携を通じた輸出取組の推進

横断的
要素
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海外での販路拡大に向けては、現地市場や商習慣に詳しく、ネットワークに精通している
と共に、日本産品への理解が深いローカルパートナーとの連携が重要。

海外ローカルパートナーとの連携

米
国

タ
イ

台
湾

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

SanJ

• 佐藤氏

エンパワーアグロ

• サイモン氏

• 今岡氏

Windome

• 越川氏

べじ庵

• ケナード氏

• 元日本農業メンバーがタイ現地で独立

• 青果物の非日系販路を狙っており、サイ
モン氏は現地ローカルネットワーク豊富

• 台湾と日本のハーフであり台湾語堪能

• 台湾ローカルの事業者との関係性が強く、
日本側の産地・事業者ともに熟知

• 鹿児島県庁勤務経験あり

• ヴィーガン弁当店を営みつつ、ヴィーガン系
販路への輸出にも取り組む

• 日本へのインバウンド誘致等も行う

• 現地で醤油製造を行っており、米系小売
等に棚を保有

• 日本産品の輸出にも取り組んでおり、発
酵食品クラスターを組成

• 米系小売向けのセット提案(コメ等)

• 米国における発酵食品の更なる普及

• タイ現地系ミドル小売向けの販路開拓

• 青果B品・現地ロス品の外食活用モデル

• 生産者ブランド確立に向けたモデル

• 台湾大手青果輸入業者と連携した大
ロットでの青果物リレー出荷

• 海外ヴィーガン向けの輸出取組の共創

• 輸出×インバウンド取組の推進

概要 GFPとの連携の方向性
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海外バイヤーを国内・産地に招へい、生産現場・産地視察・商談に加えて、現地で刺さ
るメニュー・プロモーション方法を共創することが重要。産地・産品の魅力を体感し、“自
分ごと”になって頂くことが鍵。

海外ローカルパートナーとの連携 ~バイヤー招へい・パートナーシップ強化
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海外バイヤーの発掘パターン

国内商談会・
展示会

公的機関
海外

プロモーション

海外展示会

現地営業
（商社連携）

現地営業
（個社単独）

• FOODEX・輸出EXPO・フードスタイル等海外バイヤーが参加する国内展示会に参加

• JETRO・GFP・自治体等が開催する国内での海外バイヤー商談会に参加

• 品目団体・自治体等が開催する海外プロモーションイベントに参加

• ネットワークのある海外バイヤーが参加する

• 各国で開催される食品の海外展示会に参加

• SIAL(フランス)・THAIFEX・Gulfood・ファンシーフードショー・FOOD EXPO HONG KONG等が
メジャーで各国のバイヤーが多数参加

• 多くのバイヤーとの接点は得られるが、フォローアップが難しく、個別営業に繋げるのが重要

• 取引している輸出商社/輸入商社と連携しつつ、現地に渡航して個別にアポ取り・商談を実施

• 輸入商社主催で現地で商談会が行われるケースも散見される

• 商社の持つネットワークに依存する傾向で、日系商社の場合は現地系へ食い込むハードルは高い

• 現地渡航 or インターネット経由で or 人づてでメーカー単独で現地バイヤーの開拓・掘り起こしを
行う

• 難易度は高いが、未開拓のローカルバイヤーを開拓する手段としては有効な手法

難
易
度

難

易
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本日の内容

【Ⅱ】商談前に検討・準備すること

【Ⅲ】商談当日の進め方

米国の見本市「Summer Fancy Food Show2019」の様子

【Ⅰ】販路開拓・商流構築

取引先を見つけるには？
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【Ⅰ】販路開拓・商流構築

展示会・商談会で引き合いのあったバイヤーと組んでみる。日本側指定商社の有無を確認する

国内の輸出パートナー（商社）の持つネットワークを通じて、ターゲット国で販路（バイ
ヤー）を選定してもらう

1

海外バイヤーリストからターゲット企業を選びアプローチし、その反応を見て判断する

相手国・地域に出張して

自分の目で見ることも大切！

ジェトロ招待バイヤー専用のオンラインカタログサイトに自社商品
を登録し、自社商品に興味を持つ相手を見つける

ジェトロの食品サンプルショールームに、自社商品を展示する

① 国内の輸出パートナーを探す

② 海外のバイヤーを探す

③ 展示会・商談会に参加する 

④ Japan Streetを使う

⑤ サンプルショールームに参加する
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商談会・展示会、Japan Street、サンプルショールームの情報

①
②
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①-1 国内の輸出パートナーを探す（商社・貿易会社）

https://www.jetro.go.jp/industry/foods/trading_company_list.html農林水産物・食品 輸出協力企業リスト

商社・貿易会社に何を求めるのか、目

的を明確にしてから探すこと（輸出手

続き、書類作成、代金回収、売先開拓

など） 。

CHECK！

商社、貿易会社、船会社（船舶代理店）、

航空会社（航空代理店）、輸送会社・物

流会社、海貨会社、フォワーダー、輸出

梱包サービス、保険会社の情報を掲載。

農林水産物・

食品の輸出を行う

次の企業のリストです。

商社マッチング

具体的な商談機会を創出すべく、

リスト掲載企業と食品輸出事業者の商

談会を開催。

Point

参考資料



①-2 商社マッチング

ジェトロ農林水産・食品輸出協力企業

リスト

商社マッチングの様子（対面形式）
©2023JETRO
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➢ 「ジェトロ農林水産・食品輸出協力企業リスト」では、農林水産物・食品事業者の輸出を支援するため、
食品を扱う商社・物流・通関業者や海上保険会社等をリスト化し、ウェブサイトで常時、情報提供しています。

【掲載業種】 商社・貿易会社・船社（船舶代理店）・航空会社（航空代理店）・輸送会社・物流会社・海貨会社・フォワー

ダー・輸出梱包サービス会社・保険会社

➢商社マッチングでは、具体的な商談機会を創出すべく、リスト掲載企業と食品輸出事業者の商談会を開催しています。

募集案内はジェトロのHPに掲載します。
https://www.jetro.go.jp/events/

◆ 2024年度 商社マッチング開催計画

各回15社程度の商社がバイヤーとして参加予定

No. 事業名
場
所

開催日程 品目 商談形式
国内商社
募集

国内事業者
募集

1
商社マッチング

（東京）
東
京

2024年7月24日-25日
（2日間）

食品全般 リアル
募集〆切
ました

募集〆切
ました

2
商社マッチング
（関西・北陸）

大
阪

2025年1月16日-17日
（2日間）

食品全般 リアル
募集〆切り
ました

募集〆切り
ました

https://www.jetro.go.jp/events/
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①-3   7月24日（水）・25日（木）の「商社マッチング（東京）」
および「有望現地小売チェーンとの商談会」



②-1  海外バイヤーとの国内商談会

募集案内はジェトロのHPに掲載します。

https://www.jetro.go.jp/events/

➢ 対面（リアル）での商談。パソコンが苦手でも安心
➢ ジェトロが通訳を手配。通訳費無料で商談できます
➢ 商談中の試飲・試食がOK！製品の魅力が伝わります

▼2024年度 海外バイヤーとの食品輸出商談会

日本にいながら、海外の有力バイヤー等と対面で商談ができます

各回バイヤー10社~20社参加予定

・記載内容は予告なく変更することがあります。
・上記以外にも、さらに商談会を実施すべく、準備中です
・各展示会に出展していない事業者様も、ジェトロの商談会にご参加いただけます

©2023JETRO

No. 事業名 開催地 開催日時 募集開始

1
ジェトロ食品輸出商談会 at アグリフードEXPO/
ジャパン・インターナショナル・シーフード

ショー
東京ビッグサイト

2024年8月21日-22日
（2日間）

募集〆切ました

2
ジェトロ食品輸出商談会

（東京）  
東京

2024年11月25日-27日
（3日間）

募集〆切ました

3
ジェトロ食品輸出商談会

at SMTS 
幕張メッセ

2025年2月12日-13日
（2日間）

募集〆切ました

4
ジェトロ食品輸出商談会

at FOODEX JAPAN
東京ビッグサイト

2025年3月12日-13日
（2日間）

募集〆切ました

https://www.jetro.go.jp/events/
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②-2  2025年2月のSMTSでの海外バイヤーとの国内商談会



各見本市の詳細は以下および各見本市の募集案内をご参照ください。記載内容は予告なく変更することがあります

（農林水産物・食品分野）2023年度出展海外見本市、海外商談会、国内商談会、セミナーの計画 | 農林水産物・食品 - 産業別に見る - ジェトロ
(jetro.go.jp)

募集は会期の 5～6 ヵ月前ごろ、ジェトロウェブサイト（https://www.jetro.go.jp/events/ ）を通じて行います。

③-1   海外見本市 ジャパンパビリオン

海外見本市に出展すると…

主要な海外見本市には多くの国・地域の有力バイヤー
が集まります。
個別アプローチが困難な海外バイヤーとの商談機会
が期待できます。
複数の海外バイヤーと効率的に商談を進めることが
できます。
海外における食のトレンド等最新の情報やライバルの
動向を把握できます。

©2023JETRO

主要見本市に「ジャパンパビリオン」を設け、出展社支援をしています。

https://www.jetro.go.jp/industry/foods/foods_schedule.html
https://www.jetro.go.jp/industry/foods/foods_schedule.html
https://www.jetro.go.jp/events/
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③-2 海外展示会・商談会に参加する

https://www.jetro.go.jp/eventstop/export/e-ptr/foods/events/CHECK！

NRA Show 2022（米国・シカゴ）

FOOD TAIPEI 2022（台湾・台北）

参考資料
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https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html

ジェトロ招待バイヤー専用のオンラ

インカタログサイトです。

日本企業の商品をサイトに掲載し、

バイヤーが閲覧します。バイヤーか

ら商談や見積もりのリクエストが届

きます。

CHECK！

④-1 Japan Street（オンラインカタログ）



<海外バイヤーの潜在ニーズに対応するオンライン個別マッチング>

国内輸出
事業者 海外バイヤー

「商品ラインアップを海外バ
イヤー向けに売り込みをし
たい」

「見本市等の商談機会
がないので、新たなビジネ
ス機会を探りたい」

⇒日本中のあらゆる商
品をサイト上でラインア
ップ

「香港にまだ輸出されて
いない新しい商材がな
いか？」

「中国の家庭向けの高
級食材を探している」

⇒登録されている商
品データを、検索機能
で閲覧可能

JAPAN 
STREET

Japan Street イメージ図

➢ BtoBプラットフォームとして、海外バイヤーのインターフェイスとなるJapan Street（電子カタログサイト）で、日本の事業

者とのオンライン商談マッチングに活用

④-2  Japan Streetを活用した商談マッチング

12©2023JETRO

ジェトロ招待バイヤー専用オンラインカタログ “Japan Street”
：4,000社以上の海外バイヤーとの商談機会を手軽に獲得

ジェトロのサービス - ジェトロ (jetro.go.jp)

https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html
https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html
https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html
https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html
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④-3 Japan Street 商品登録・確認フォーム
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④-4   Japan Street 活用事例
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⑤ サンプルショールーム事業

世界複数地域に日本産食品サンプルショールームを設置し、現地バイヤーを誘致して商品紹介や試飲・試食の提供を随時行うとともに
、現地バイヤーとのオンライン会議システムを活用したオンライン商談を実施することで、日本産農水産物・食品の取扱い事業者の新規
参入・販路拡大を目指していただけます。

設置都市 展示内容

展示サンプルの海外輸送費はジェトロが負担
※北米を除く

現地バイヤーに定期的な来場を促し、関心を寄せた商品については、随時、日本
側事業者とのオンライン商談に誘導

オンライン商談

サンプル輸送 来場、引き合い

国内事業者様 海外バイヤー

海外事務所事業実施イメージ

【写真：香港ショールーム・オンライン商談の様子（事務所内設置）】

1 ソウル 常設展

2 中国（上海、広州、大連、成都） 常設展・企画展

3 香港 企画展・常設展

４ 台北 総合食品展

５ バンコク 総合食品展

６ ベトナム（ハノイ・ホーチミン） 総合食品展
７ クアラルンプール 総合食品展

８ ニューデリー 企画展

９ ドバイ 常設展

10 パリ 総合食品展

11 北欧（ストックホルム・ヘルシンキ） 総合食品展

12 北米（ロサンゼルス、シカゴ） 常設展

13 サンパウロ 総合食品展

©2023JETRO

募集案内はジェトロのHPに掲載します。
https://www.jetro.go.jp/events/

シ
ョ
ー
ル
ー
ム

https://www.jetro.go.jp/events/
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補足 輸出支援プラットフォームのカントリーレポート（米国）
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補足 商流調査資料（米国）
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【Ⅱ】商談前に検討・準備すること

どの商品をどの国・地域のどの顧客に対して、どのように売り込むのか検討

する。

商品を決める：
輸出したい商品の選定、絞り込み

1

輸出先国の調査をする：
・輸出先国の誰にどのように売るか
・輸出先国・地域での規制・認証等に関する調査
・市場の調査（嗜好、トレンド、価格事情、消費者の購買力、
競合関係など）

2

4

４

3 価格・条件等を決める：
・間接輸出 or 直接輸出
・航空輸送 or 海上輸送
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①商品を決める

⚫ 競合品との違い： 差別性・独自性、自社のこだわり、既存の市場に

入る余地があるか

■ 海外バイヤーの最大関心事は「売れるかどうか？」の一点。

海外バイヤーに、

⚫ マーケティング・売り方の提案： 商品の位置付け、訴求価値等

⚫ 販売促進活動への協力提案

「これは売れる」・「試してみよう」と思わせるアピール
ポイントのある商品を提案する

輸出したい商品の選定、絞り込み



日本産食品を取り扱うにあたり重視する点は何ですか？（複数回答可）

【参考】海外バイヤー等の関心事項（香港のケース）

20

Copyright (C) 2024 JETRO. All rights reserved.

（注1）n=103
（注2）回答者には一般客も含まれる。

（出所）「香港Food Expo2019」において
ジェトロが海外バイヤーおよび一般客を
対象に実施したアンケート

（％）

参考資料
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自社の商品やサービスのアピールポイントは何か

フレーバー・食感 抹茶味・柚子、わさび・山椒

実績・評価
有名小売店や高級レストランへ
の納入実績、品評会での受賞歴

料理との
ペアリング

現地の料理との相性

賞味期限の長さ 1年間以上

多彩な商品種類 廉価品から高級品までの品揃え

ストーリー性
歴史・伝統、自社のこだわり、
テロワール、SDGs

【サービス】

OEM・PB Minimum lot

輸出の最小ロット コンテナ混載に対応

ラベル貼り 小売商品の場合の対応

安定した供給体制 仕入産地の多角化

【商品】

安全・安心
有機(organic)・無農薬・non-GMO
・添加物無し・化学調味料無し

新鮮さ
集荷から出荷までの温度管理や
一貫物流体制

vegan対応 plant-based food・animal free

Gluten free アレルギーフリー等も

健康・栄養 機能・効能

認証
ISO/FSSC22000・GAP・halal・
kosher

パッケージ
デザイン

和風デザイン・アニメキャラクター・
日本語か現地語対応か・
安価な小袋詰め

料理の簡便性
・高付加価値

和食をつくれるシェフが限られている
中で、温めるだけでサーブできる等、
効率的・高品質な加工品



②-1 輸出先国の調査 「輸出支援ポータルサイト」

22

https://www.jetro.go.jp/agriportal日本産農林水産物・食品輸出支援ポータルサイト

➢ 輸出先国の輸入規制・制度、現地マーケット、イベント情報等を発信。

 PICK UPでは、
政策や告知すべき最新情報をタイムリーに表示

ユーザーが求めている情報や、ジェトロから伝
えたい情報を8項目をピックアップ。
ニーズの高い
 品目・国別に輸入手続きを調べる
 輸出支援策
をわかりやすく配置。

 お知らせでは、
展示会や商談会等の参加者募集、サイト更新情
報などのジェトロからのお知らせのほか、規制
緩和に関する各省庁からの情報を随時掲載

©2023JETRO

http://www.jetro.go.jp/agriportal
http://www.jetro.go.jp/agriportal
http://www.jetro.go.jp/agriportal


①

②
③

④

品目・国別に輸入規制や手続きを調べる

Copyright (C) 2023 JETRO. All rights reserved. 23



品目・国別に輸入規制や手続きを調べる

Copyright (C) 2023 JETRO. All rights reserved. 24
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輸出先国の調査 ②-2 ：海外コーディネーターサービス

①

②



相談対応／海外コーディネーター

アジア・太平洋

中南米

北米
欧州・CIS

サンフランシスコ

ロサンゼルス

ニューヨークパリ

シドニー

ロンドン

北京
ソウル

クアラルンプールシンガポール

ホーチミン

サンパウロ

上海
台湾

マニラ

モスクワ

ベルリン

ミラノ

ニューデリー広州

香港

バンコク

• 現地市場の規模・特徴、最新トレンド、売れ筋商品
• 競合商品（類似品）の有無とその情報

２．競合商品情報
• 競合商品（類似品）の有無とその情報

３．マーケティング情報
• 商品の流通形態・販売ルート
• 商品の出展に適した展示会の情報

４．商品の売り込み先
• 売り込み先として適切な業態

５．その他
• 商品の輸出に際し、障壁となる事項
• 現地で受け入れられる/売れるための改良・改善点

輸出先国の調査

➢ 現地の食品市場に精通した専門家を海外各国・地域に配置。
➢ 各専門家とオンラインによるブリーフィング（要事前申し込み、１時間）、Eメール相談が無料

で受けられます。

【配置先（2024年度）】25カ所 56名
北米（ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、トロント）
欧州（ロンドン、パリ、ミラノ、ベルリン、モスクワ）
中東（ドバイ）
北東アジア（北京、上海、広州、香港、ソウル、台湾）
東南アジア（シンガポール、バンコク、マニラ、クアラルンプール、ホーチミン、ニューデリー）
大洋州（シドニー）
中南米（サンパウロ、メキシコシティ）

【主な照会事項】

１．商品の市場性
• 日本から輸出した場合の販売可能性、現地ニーズの有無

メキシコシティ
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典型例を紹介したもので、実際にはさまざまなパターンがあります

インコタームズ（Incoterms; International Commercial Terms）とは、国際商業会議所が制定した貿易取引条件と

その解釈に関する国際規則。以下3点についてパターン化し、世界共通の条件として定めたもの。

①EXW 工場渡し

梱包・荷印費用
証明書取得費

etc.

②EX WH 港渡し

③FOB 本船渡し

④CIF 運賃保険料込み

国内輸送費 国際輸送費
海上保険料

荷降費用

海外でかかる
諸費用

事務所・工場等 指定引渡地 指定船積港 指定仕向港

：貨物引渡し時点。＋海上保険

①貨物の引取場所と危険（リスク）の移転時点 ②費用（コスト）分担 ③手続き手配分担

実務上は商習慣的に FOB、CFR、CIF条件が使われているが、コンテナ船、航空輸送の増加に伴い、FCA、CPT、CIPなど

新しい取引条件による取引も多くなっている。各条件について費用負担を把握することが肝要。

現地納入先

倉庫保管料
輸出通関費用

荷投費
用

船積費
用

指定
仕向地

③-1 価格を決める 輸出者の負担費用の範囲



■ FOB、CIF価格などの算出に必要な輸出通関費用、港湾荷役費用、船積み費用、国際輸送費、保険料等は、

 輸出する貨物の数量、輸送ルート、輸送手段が確定しなければ正確に算出することは不可能。

最低出荷条件で事前に費用算出の準備をする。

「例：EX KOBE W/H(Warehouse)」を事前に算出、準備しておく。

商流（輸出商社を通すかどうか等）や物量（ロット）が決まらず、

輸出通関費用なども不明で、FOB、CIF価格が算出できない場合

港渡し価格少なくとも主要港まで
の 

③-2 価格を決める 価格表で提示する価格

28
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港渡し価格

原価
梱包・荷印

費用

国内輸送

費用
検査・証明書
取得費用

粗利益
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③-3 商流（直接輸出 or 間接輸出）

間接輸出の場合

輸出商社を通じて輸出を行う（実質的には国内取引）。

バイヤー

国内 海外
バイヤー

小売り・外食

小売り・外食

メリット ： 国内の輸出業社との間で受発注を行う(＝国内決済、為替リスク無し)

ので、国内販売と同じ。海外からの代金回収リスクがない。

  輸出業社が混載するため、小ロット(LCL)物流でも可能。

バイヤーが物流効率化の目的で日本側輸出商社を指定する場合もある。

課 題 ： 現地事情が把握しにくい。全体の輸出コストが見えにくい。

 輸出業社への支払い手数料分だけコスト増になる。

取引量が少なく貿易に慣れるまでは間

接輸出で行うのも一法。バイヤーが輸

出業者を指定するケースもある。

Point

A

B

※バイヤー＝商談を行う相手 

輸出者 輸出業者 輸入・卸売業者

輸出者 輸出業者



JETRO TRADING Co., LTD.
1-23-45 AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO 107-XXXX  JAPAN

Tel: +81-3-XXXX-XXXX  Fax: +81-3-XXXX-XXXX  Email: abc@jetro.go.jp  

PRICE LIST

MM DD, YYYY

No Name of products Description of products
Carton size
W x D x H

No. of 
package 
(per ctn)

Gross
Weight

(per ctn)

Unit price(per ctn)

Deliver at 
XXX port

Deliver at 
XXX port

Payment: T/T remittance in advance
Minimum Ordering Quantity: XX carton boxes
Notes:
1. This list is for your reference only. 
2. This list is valid until MM/DD/YYYY.

JETRO TRADING Co., LTD.

Taro Boeki, Sales Director

【Ⅲ】商談当日の進め方： ①見積価格表のポイント

Copyright (C) 2024 JETRO. All rights reserved.

■ 価格付けはよくよく慎重に行うこと。いったん価格を出すと

 これが今後の商談の基準となるので要注意。

（輸出商社が介在する場合はコストが異なるため注意）

■ カートンサイズ等の記載。

■ 価格は外貨である必要はなく円建てでも可。

 外貨表示をする場合には適用レートを記載する。

■ 支払い条件、最低出荷数量を記載する。

■ 価格表の有効期限を記載する。

■ 特に日本円で前金を希望する場合は「前払い、通貨は円建て」

 と明記する。

■ 不確定要素がある場合は、参考用であることや前提条件を明記

する。
30
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② 交渉・まとめ時・サンプル等のポイント

■ 通訳が入る場合は、実質的な商談時間は半分もない。先方への説明、質問事項等を事前に

  しっかりと整理しておく。

■ バイヤーと一緒に写真を撮る。バイヤーは1日に何人もの相手と商談

するので、記憶はすぐ不確かになる。商品も一緒に写すと、尚良い。

■ 試食用サンプルは、商品自体だけでなく、調理例などPR資料やクッキング動画と

連動する形で提示するとより効果的。

■ 持ち帰り用サンプルは、できるだけコンパクトなもの を用意する。

■ 商談の最後には、今回の合意点および次に取るべきアクションをお互いに確認する。

■ 独占販売契約等を提案された場合は注意。安易に契約しない。期間

を設定する、期間内の最低発注数量を設定する等の条件を提示した

方が良い。



32
Copyright (C) 2024 JETRO. All rights reserved.

参考資料

ジェトロスキルセミナーURL

基礎編：「農林水産物・食品輸出のはじめ方」 | 動画で見る！農林水産
物・食品の輸出 - 農林水産物・食品の輸出支援ポータル - ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/agriportal/online/2021/44f5c603d7d9f712.html
https://www.jetro.go.jp/agriportal/online/2021/44f5c603d7d9f712.html
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ご清聴ありがとうございました

【免責事項】
本資料は、日本企業、日系企業への情報提供を目的としたものであり、法律上のアドバイスではありません。
本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本
資料で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益などを被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承くだ
さい。本資料は信頼できると思われる各種情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。ジェトロは、本資料の論旨
と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する可能性があります。
本資料の無断での転載、複製、転送、配布等を禁止します。



輸出取組の始め方・

米国日系小売への販路開拓事例紹介

株式会社ロコラボ

代表取締役 小清水貴子

2024年2025年2月28日7月26日
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青森県内の貿易商社において主に東北の食品等を中心に米国西海岸、

東南アジア（シンガポール、香港等）向けに輸出など担当。

商社勤務を経て2019～2021年までジェトロ内プロモーション組織「日本

食品海外プロモーションセンター（JFOODO）」東北ブロックフィールドマー

ケターとして、東北6県の農水産・食品を輸出する企業を支援。

2021年4月、青森県八戸市に貿易商社株式会社ロコラボを設立。

日本の地方の魅力を海外に向け発信し、海外販路開拓コンサルティング、

輸出入、マーケティングプモーションまで一気通貫で海外展開をサポート。

2024年度 ジェトロ農林水産食品輸出プロモーター

GFP伴走支援メンター 株式会社ロコラボ
代表取締役 小清水貴子

プロフィール
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輸出するための事前準備

輸出したい国（ターゲット国）の法規制を調べる。
• ジェトロ
• 農林水産省・厚生労働省・植物防疫所他
• 国税庁等のWEBサイトなどを活用

マーケット・ニーズの把握
• 現地の文化、習慣、宗教（ハラル・コーシャ等）に受け入れられる商品を保有しているのか。
競合品の有無等

• 国際認証の必要性

輸出に向く商品かどうか。賞味期限の長さ、生産能力、安定した供給力があるのか。

輸出のためのマンパワー、資金、設備体制、継続する体力があるのかを考える

WEBサイト等で現地の食のトレンド情報を得る

自社商品が輸出可能か・どの商品をどこに輸出するのかを検討する。
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規制の一例 （米国）

■ 畜肉関連
（畜肉そのもの、畜肉エキス、畜肉パウダー、アレルギー欄に豚肉・鶏肉と記載のあるもの、畜肉由来のゼラチンは
除外規定あり）
■ 書類提出が必要となる水産品とその加工品（アワビ、大西洋タラ、大西洋渡り蟹、シーラ、ハタ、タラバ蟹、太平
洋タラ、キンメダイ、ナマコ、サメ、エビ、メカジキ、ビンナガマグロ、メバチマグロ、カツオ、キハダマグロ、本マグロ、国
内養殖の海老）

■ 鶏卵（製造工程上中心温度が70℃以上となる商品であれば可）
■ ピーナッツ（カリフォルニア:可。ハワイ:原形が外装から完全に隠れている商品は可）
■ いりこ・煮干・丸干し等、はらわたの除去されていない魚加工品
■ ステビア（CODEX国際規格－ステビア抽出物に含まれるステビオール配糖体9成分の合計値で95％以上のも
のであれば可）

■ 赤色2号、赤色102号、赤色106号、クチナシ、ベニバナ、ベニコウジなど着色料の一部
■ 部分水素添加油脂を使用している加工品（微量ならば可となる場合あり）
■ アルコール飲料（米国向け出荷実績のある商品は商談可。カリフォルニア州酒類管理局(ABC)への登録済商
品であれば可） 【出所】ジェトロ https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma/basic.html

原材料の確認 輸入規制のあるもの（一部）
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国際認証の有無

バイヤーによく求められる国際認証

【出所】ジェトロ https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/fsma/basic.html

・加工施設の衛生管に関する認証の有無は非常に重要。
・コーシャ、ハラル、ビーガン等の認証などを求められる場合もある。
・最近では環境に配慮した取り組みも関心項目の一つ。



輸出可否

食文化・
習慣

志向・
物価等

競合

• 規制（原材料、
施設登録、添加物規制等）

• 国際認証の必然性。
• 宗教（ハラル、コーシャ等）

• 競合商品、類似品価格帯調査
• 現地に類似品があるか
• ある場合は差別化
• ない場合は喫食のきっかけづくり

• 量・規格は適切か
• パッケージ変更すべきか
• 現地商品の販売価格、収入等

• 調理頻度
• 外食頻度
• 食への好奇心
• 調理環境

調

査

事

項

例

海外市場に関する調査事項・調査手法

メーカー

名
商品名 価格 タイプ 注記

Bragg
USDA Gluten Free Organic Raw Apple Cider Vinegar w/
Mother | Pack of 1 16oz

$4.66 りんご酢
オーガニック、非加熱、無濾過、酵母入り、グルテン

フリー

Heinz Heinz Apple Cider Vinegar $1.99 りんご酢 大規模濾過、Kosher

Marukan Marukan Organic Apple Cider Vinegar, 24 Ounce $13.99 りんご酢
オーガニック、非加熱、無濾過、酵母入り、グルテン
フリー、Non-GMO Verified, Kosher、アメリカ産りんご

Kevala Kevala Organic Raw Apple Cider Vinegar, 8 Fl Oz $8.24 りんご酢
オーガニック、非加熱、無濾過、酵母入り、グルテン

フリー、Non-GMO Verified, Kosher、アメリカ産りんご

Mantova Mantova Raw Organic Apple Cider Vinegar, 34 Oz $5.99 りんご酢
オーガニック、非加熱、無濾過、酵母入り、グルテン

フリー、Non-GMO Verified, イタリア製品、低温殺菌で
ない

Dynamic
Dynamic Health Organic Apple Cider Vinegar With Mother,
16 oz Liquid

$9.89 りんご酢
オーガニック、非加熱、無濾過、酵母入り、グルテン

フリー、Non-GMO Verified, Kosher、ヴィーガン、低温
殺菌でない

Woeber's
Woeber's Pure Apple Cider Vinegar, 5% Acidity, 128
Ounces (1 Gallon Jug)

$11.80 りんご酢 アメリカ産

●競合品の実店舗調査 ●価格に対する購買以降アンケート

●アイテムのECでの販売実績調査 ●新商品の試飲アンケート

リサーチ結果をもとに仮説を構築。商品に関するフィードバックを得ながら、仮説検証を
繰り返し行い、PDCAを回す。
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ターゲット選定

⚫ 小売（デパート、スーパー、小規模店舗）

⚫ 卸・ディストリビューター

（大手ディストリビューター、日系、現地系）

⚫ 飲食店・シェフ

（和食、フレンチ、中華、イタリアン、その他の非和食）

⚫ Eコマース等

●業務用・一般消費者なのか

●ギフト

●女性・男性向き

●年代は？

●富裕層向け、中間層、日用品

●健康・美容

自社商品のターゲット顧客を選定。ニーズをふまえ、購入シーン・喫食シーンのイメージ
を明確にする。



• 訴求ポイントの例

➢ 原料・成分へのこだわり、違い

➢ ストーリー（製造メーカーの歴史、背景）を訴求

➢ 製造方法のこだわり（熟成期間、ここでしか作れない特殊技術、特許技
術等）

➢ 環境保護への意識、配慮（SDG‘sへの関心）

➢ 機能性・効能

➢ 衛生管理は基本

➢ 地域一帯での面訴求（地域性・マリアージュ）等

• 競合商品と比較しなぜ高いのか、原料や製造方法、機能性等の理由を明確に
バイヤーに説明したうえで、バイヤーがその先の売り先に説明できるツールまで
検討して伝えられると効果的

訴求ポイントの伝え方・考え方

商品の強みや他の商品との違いをわかりやすくどう伝えるかが重要である。
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商談のポイント

商談

• 会社の歴史、産地の特徴。
• ストリーブランドのこだわり。
• FSSC22000等認証の有無。
• 国内・海外での売り先等を紹介。

✔ 口頭では必要最小限のポイントを伝え、あとは資料に記載する。
（会社説明資料、会社案内はあった方が望ましい）

✔ ここで時間を費やしてしまい肝心の商品商談の時間が足りなくならないように。

名刺交換～
会社・自己紹介

商品紹介・試食 最終確認 フォロー質疑・応答

２～5分 15分 5分 5分

ポイント！ 自己紹介・会社説明に時間をかけ過ぎない。
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商談のポイント

商談

✔ 試食用サンプルとパッケージを見せるためのサンプルを準備。試食はベストな温度で、少量を提供。

✔ バイヤーの反応を見ながら、取扱った事がある商品か、現地のニーズ等会話をしながら、説明する。

✔ 調理設備がなく、試食できない場合は、資料でレシピ、調理例、国内の販売状況の画像、受賞歴、商

品POP、成分分析表などあればベター。

会社・自己紹介 商品紹介・試食 最終確認 フォロー質疑・応答

• 一番の決め手となる大事な時間！
• 試食はベストな食べ方で提供。但し少量！
• 国内では常温品でも、冷凍保存可能か、サイズ変更可能か等、バイヤーからリクエストが出る場合もある
ので、即答できない場合は、持ち帰って、製造部と確認後に回答する。

• レシピやメニューの提案。・販促ツールPOP等の提供、現地営業の同行等販売協力もあれば伝える。
• 国内、海外の売り場の画像、販売価格等もあれば伝える。

5分 20分 5分 5分

ポイント！ 試食しながら商品説明。現地でのニーズを聞くなど対話しながら説明する。



COPYRIGHT (C)2024 LOCOLABO INC. ALL RIGHTS RESERVED

商談のポイント

商談

✔ 一方的に説明するのではなく、相手の顧客層、取扱商品、日本からの輸入実績、販売実

績の有無など、こちらが確認すべきこともしっかりと確認する。

会社・自己紹介 商品紹介・試食 最終確認 フォロー質疑・応答

• バイヤーの現地での販売先、ユーザー、取扱い商品、どのような商品が人気か等を確認。
• 味だけでなく、サイズ、パッケージに対する意見なども聞いてみる。

5分 15分 5分 5分

ポイント！ ネクストアクションを確認することが重要。
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商談のポイント

商談

✔ 連絡先の確認（担当者、メールアドレス、携帯、SNS等を使う場合も）

✔ 見積提出先（国内パートナ―の有無、見積条件、納品場所、通貨建値）

✔ 商談後の見積・サンプル発送先、発送商品、資料提供等はできるだけ早く対応。

会社・自己紹介 商品紹介・試食 最終確認 フォロー質疑・応答

• 見積、サンプルの送付提案。
• 相手先の担当者名を確認、今後の連絡方法（メール、LINE、

WECHAT、電話等）の確認。

5分 15分 5分 5分

ポイント！ 見積提出、サンプル提供先の確認

後日見積もり提出の場合が多いので、
商談時に以下のことを確認する。
• 納品先
• 指定のフォーマットがあればフォーマ

ットに記入。
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商談

✔ 商談の御礼のメールと追加資料、追加サンプル等求められた課題を提出。

✔ 返事がない場合でも、時間をおいて連絡してみる。

会社・自己紹介 商品紹介・試食 最終確認 フォロー質疑・応答

商談後のフォローアップ。
御礼のメールと宿題を忘れ
ずに連絡。

5分 15分 5分 5分

ポイント！ 商談後のフォローを確実に！

商談のポイント
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海外で注目されるキーワード

健康訴求、環境保護を意識したキーワードが購買に繋がっている。

ヴィーガン 砂糖不使用 オーガニック

Low Sodium, Low Carb, High in Fiber, High in Protein, ,

Non GMO(非・遺伝子組み換え作物）

ユニーク 低炭水化物

乳製品不使用 オメガ3脂肪酸 サステナブル グルテンフリー
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米国日系スーパーUWAJIMAYAで
実演販売を定期的に実施。

定番商品として取扱われ

現地スーパーのHPにも掲載

青森県の水産加工会社

取組事例 米国①

現地の売り場担当者とメニュー
の打ち合わせするなど、現地の
声をフィードバック。
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米国日系スーパーTokyo Central
（サンノゼ）にて商品提案を実施。

三重県の醤油製造会社

取組事例 米国②

吉野杉の桶で醸造した醤油であり、
120年以上かけて染み付いた酵母
菌で製造している。

高級感のあるボトルでプレミアムな醤
油として評価をいただき、現地の声を
フィードバック。
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米国日系スーパーセイワ（ヒューストン）にて提
案。現地の声をフィードバック。

滋賀県のベビーフード製造会社

取組事例 米国③

無添加のベビーフード。今まで輸出実績がなく、
丁寧な説明が必要な商品である為、現地にサ
ンプルを持参し、営業活動を実施。
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まとめ

・現地ニーズを把握し、商品の付加価値（ブランディング）、訴求ポイント、熱意を伝
えることが重要。

・限られた時間の中で商品の魅力を伝え、この会社と取引したい、いっしょに現地での
販路拡大したいと思ってもらえるようなパートナーを探すことが成功の秘訣。

■ 自社の強み、ストーリー、商品の魅力、他社製品との違いをしっかり伝える。

■ マーケットインの商品づくり。

■ コロナ以降、健康を意識した商品が人気。

■ 化学調味料や着色料が入っていないこだわりの食材等、訴求ポイントをＰＲすることが重要。

■ 独自製法、産地の魅力など、生産者のこだわり、強みをしっかりと伝える。

■ メニュー・レシピの作成、食べ方を英語で伝えること。動画や画像も効果的。

■ 環境保護を意識したパッケージ、ＳＤＧ‘ｓへの取り組み等も消費者の関心に。



日本の魅力ある商品を海外のお客様に
楽しんでいただき、輸出拡大に取り組みましょう！

ご清聴、ありがとうございました。



シンガポールでの日系・アジア系への販路開拓事例

現状

日本食は人気
日本食レストランは定番だ
が、自宅でも日本食を調
理する？

今後

小売よりも業務用
レストラン向けのメリット

どうす
る？

営業は普遍
とは、どうやって営業する
の？

補助金

渡航費を抑制
経費もかかるし・・・。



Mitsuwa Corporation
全米12店舗展開の日系スーパー
マーケットチェーン。
日本の食品、雑貨はもちろん
ラーメン店等のテナントも充実。

Central Boeki U.S.A., Ltd. 
Central Boeki Calif., Ltd.
日本食輸入卸。
LA、NYに拠点を持ち日系スーパーやレストランへ販売
、配送。冷蔵、冷凍倉庫を所有。

Nagatoshi Produce Co., Ltd.
日本野菜・果物の卸。
全米へ新鮮な野菜・果物を販売。

Daiei Trading Co., Inc.
日本食輸入卸。
NYに拠点を持ち日系スーパーや飲食店
へ販売、配送。

Kamei Vietnam
ワイン・食品輸入卸。
ホーチミン、ハノイ、ダナンに拠点を持ち、世
界中からワインを輸入し、販売。日本からは
日本酒を輸入・販売。

Imei (Exim) Pte. Ltd.
日本食輸入卸。
常温及び冷凍の食料品を輸入し、シンガポ
ール国内のスーパーやレストランへ販売。

海外法人27社

カメイグループ食料部門海外関連会社（一部抜粋）

2



シンガポールの日本食の現状
 

1500
店

日本食レストラン

1500店から1800店
の日本食レストランが
存在。
2009年は900店程
度。
現地系、韓国系、中
国系のオーナーの日本
食レストランも多数

自宅で
も食べ
る？

外食はするけど

共働きで食事は外で
済ませる傾向。
自宅にシステムキッチ
ンが無い家庭が多い

特に日本食を家で調
理する家庭はまれ

現地小
売店と
の取引

非常に困難

現地小売店との取引
開始は非常に困難。

棚代、リベート、広告
代など莫大な請求が
発生

売り上げが悪いと数か
月でカットオフ！！

どうすれ
ば？

レストラン向けの営業
に活路！

レストラン、業務店向
けの営業に大きな可
能性！

レストラ
ン向け
の営業

メニュー化

レストランのメニューに
組み入れてもらう事で
まとまった数量のオー
だーになる

すっぴん
OK

英語表記不要

業務用はデザイン不
要

海外向けに新たにデザ
インを企画する必要が
無い

内容成分の輸出可否
の確認は必須

誰と商
談する
の？

日本人が多い

オーナーや、シェフ、現
地法人の社長は日本
人が多く、日本語での
商談が可能

日本メーカーに愛着が
ある

日本品質の良さを
知っている

営業活
動

日本と変わら
ない
日本式の営業で新規
開拓



新規開拓と拡販に向けて

パート
ナー

日本食輸入卸
総合から専門まで日本食
の輸入卸は50社以上

相性、取り扱い商品群など
をリサーチ

一緒に取り組みが出来る
パートナーを探す

同行営業

関係性の構築
現地パートナーは1社？複
数？

能動的な営業

在庫

在庫は切らさない
一度納品が始まった商品
の在庫は切らさない

代替品が納品されたら復
活はない

その為にも輸入卸との関係
性は重要

波及

シェフからシェフへ
シェフ同士の情報交換が
活発

業務店から小売店への波
及



海外進出を模索している中
で、海外で行われた試食展

示会に初めて参加

会場である1社の食品卸と
出会う

種まきのステージ

パートナーを決め
輸出商品群を決め
ターゲットを決め

価格を決め
輸入数量を決め

いよいよ輸出開始

水やりのステージ

シンガポールの多数の飲食店に
納品

ラーメン店のPB品なども受注
レシピに組み込まれることで変えら

れにくい

出張頻度は減り、パートナーの
フォローで十分な効果

収穫のステージ

輸出の検討 活動開始 積極的な営業活動
大きな成果

成功したメーカーの実例

活動1年目は毎月出張

古典的な飛び込み営業
パートナーと活動状況を毎日

共有

受注後翌日には納品

成長のステージ

京都の老舗鰹節メーカー
2012年にシンガポール進出し、現在は30か国以上の国地域へ
輸出。コロナ渦の際にもマレーシアへの1コンテナ単位での輸出など
があり、日本国内需要の減少をカバー



日本式の営業活動を

海外は
遠い？

週末営業可能
金曜日深夜便で土曜朝
着

東京出張と同じ感覚で

行けば始まる

頻繁に

一年目は出来るだけ
クロージングさせるため頻繁
に訪問

定番化するまでは我慢

営業は浪花節

経験

他の国でも
マレーシアやインドネシアな
ど隣国でも同じやり方で

その次は、タイやベトナム

どんどん広がるコミュニティと。
輸出先

補助金

でもお金はかかる



日本国内で営業し、海外で使用
してもらう
現地でのパートナー輸入卸の力も
重要！

海外進出チェーン本部への営業活動

海外出張旅費の補助
展示会出展の補助
サンプル輸送の補助
ポップアップショップ参加への補助など

自治体が主催する輸出事業で種まき

地方自治体の補助金

取引先銀行の海外法人の力を借りる
JETROの現地サポートを受ける

自分たち以外の手を借りて成長させる

銀行やJETRO

輸出に成功してい他社から情報を入手
現地パートナー輸入卸と二人三脚

成長例を参考に

情報入手

他のエリア、業態にも波及

新たに広がっていく

小売りや他国へ

若手社員の希望に
減少する国内市場依存からの脱却

新卒社員の確保

大きな成果

日本国内でも出来る事 
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GFP加工食品輸出セミナー

クラウン貿易株式会社
営業部特販課 課長
山根 雄介

2025年2月28日(金)

メディアECサイトを活用した新販路開拓
～新規商流構築の課題と可能性～

【米国現地系販路開拓】
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企業概要（クラウン貿易株式会社）

• 1962年創業。神戸に本社を構える

日本食輸出専門商社

• 北米を中心に、世界30か国近くに

食品輸出を行う

事業内容 輸出取組

• 国内約500社の生産者と取引しており、

小売用・業務用商品のどちらも取り扱う

• 日系市場だけでなく現地系市場に対して

も販路を持つのが強み

• 行政と連携して海外におけるメーカーの

マーケティング活動もサポート

• 日本の食材の持つ付加価値を発信し、

「高くても欲しい」を生み出すことに挑戦中

様々な国に向けた長年の輸出実績から、業界の
幅広い知見・専門性を有する日本食輸出専門商社



3

日本食輸出の状況

※農林水産省：農林水産物・食品の輸出実績を参照し、2024年分まで作成

日本食の輸出は過去10年間 右肩上がりの成長を続けており、
今後2025年には2兆円、2030年には5兆円を目指している

農林水産物・食品 輸出額の推移 単位：億円
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更なる輸出拡大に向けた課題

日本食材がまだ入り込めていない ”潜在市場の掘り起こし”は
更なる輸出拡大に向けた大きなテーマである

顕在市場

潜在市場

輸出を伸ばす為に必要となるアプローチニーズ・マーケット

• 既に日本食需要が顕在化している市場を成長させる取り組み

➢ 既存の日本食市場のパイをどう伸ばしていくか？

顕在ニーズに対して、どう商品を訴求させるか？

• まだ日本食が入り込めていない新規市場に向けた取り組み

➢ 新規チャネル開拓や潜在的ニーズがある商品の掘り起こし

をどう行うか？

更なる輸出拡大には「顕在市場」、「潜在市場」の両面に対するアプローチが必要となってくる

商流構築に於いてもそれぞれのニーズ・マーケットに訴求できるように取組む必要がある

＋
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新規市場開拓における課題

新規市場に向けた取り組みがなかなか進まない背景には、
越えることが難しい ”複数のボトルネック” があると考えられる

「戦略」立案のハードル

「コンテンツ」準備のハードル

「物流」構築のハードル

「パートナー」連携のハードル

＜新規市場開拓における課題＞
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新規市場開拓の課題：「戦略」

海外日本食市場はその販路が多様化しており、
“個々のターゲットに向けた戦略立案” が必要になっている

• 日本食材の供給先が日系に限定されて

いたので市場へのアプローチも簡単

• どの市場に向けてどのように商品を提案するかを

考えなくてはいけない (≠既存市場の拡大)

市場
拡大

従来の市場 現在の市場

海外日本食市場

日系の小売・飲食店

海外日本食市場

ECショップ

日系の小売店

アジア系の小売店

欧米系の小売店

高級スーパー

一般スーパー

ディスカウントスーパー

日本食レストラン

アジア系フュージョン
レストラン

欧米系レストラン

高級レストラン

ファストフード
レストラン

テイクアウト
レストラン

ギフトショップ メーカー
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新規市場開拓の課題：「コンテンツ」

「現地市場ニーズ」に合わせて「作り手のこだわり」を伝えるには
“メーカーと販売者のより深い連携” が求められている

プロダクトアウト

（作り手側視点）

マーケットイン

（消費者側視点）

概要考え方・思考法

• 商品を提供する作り手側が良いと

判断した方法で市場にアプローチ

する考え方

• 商品を購入する消費者側が良いと

判断しそうな方法で市場にアプローチ

する考え方

課題

• 現地市場のニーズに

合致した提案になりにくい

• 作り手の想いやこだわりを

反映した提案になりにくい

メーカーと販売者で狙いたい市場に関する情報共有・連携を行い、

ターゲットに合わせたコンテンツ作りが必要

（連携が不十分であるとコンテンツとターゲット市場のミスマッチが大きくなる）
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新規市場開拓の課題：「物流」

新規市場開拓の為には ”物流効率などの課題” を超えて
誰かが率先して取り組みを進めていく必要がある

新規(潜在)市場顧客

物流体制：新規で構築することが多い

発注量：(スタート時は)発注量が少ない

(ことが多い)

物流効率：物流効率は低いことが多く効率

のみを考えると後回しにすべき

課題：商品供給がない限り、

市場開拓は進まない

既存市場顧客

物流体制：構築済み

発注量：発注量が纏まる(ことが多い)

物流効率：物流効率は高いことが多く、

効率のみを考えると優先すべき

課題：商品供給過剰になり、

過当競争に陥りやすい

物流効率にだけ注目してしまうと、商品供給先が既存マーケットに偏ってしまい、

過度の価格競争に陥ってしまう
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新規市場開拓の課題：「パートナー」

カテゴリーNO.1を目指せる企業以外は”価値訴求”によって
パートナーの協力体制を取り付ける必要がある

価格訴求

(価格重視の行き着く先は

メーカー自身の直販)

価値訴求

(価値重視の最終目標は

高くても売れる環境作り)

課題訴求方法

• パートナーの協力を取り付けにくい

• いかに自社ですべてを完結させるかが課題

• ナンバーワンを目指す(1社独占の世界)

• パートナーが協力する余地がある

• パートナーが動きたくなるような提案が必要

• オンリーワンを目指す(多社共存の世界)

現地パートナーを広く巻き込むためには、価値訴求型へのシフトが求められる
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新規市場開拓の課題（まとめ）

新規販路開拓の為には「戦略」「コンテンツ」「物流」
「パートナー」を “1セットで準備する必要”がある

• どこに市場チャンス
があるかが明確で
ない

• 既存(日本国内)
でのPR施策が
通じない

• 取引開始時には
少量からスタート

「戦略」
の重要性

• 広げていくには
然るべきサポート
が必要

「コンテンツ」
の重要性

「物流」
の重要性

「パートナー」
の重要性

「戦略」、「コンテンツ」、「物流」、「パートナー」を1セットで準備する必要がある。
どれか1つが欠けてもビジネスとしては広がらない
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今回の取り組み：米国現地系販路開拓

新販路開拓のボトルネックを解消する”一体型アプローチ”により
米国現地系販路開拓の取り組みを強化

日本国内 米国現地

メーカー日
本
国
内

米
国
現
地

クラウン貿易
Umami 

Insider

卸

小売・レストラン・

現地工場

消費者

販売戦略策定

=潜在顧客の明確化

【戦略】

取
組
内
容

商品情報の作り込み

=潜在顧客に合わせた

PR 【コンテンツ】

ECサイトの整備

(フルフィルメント)

=ロジスティックスの

確保【物流】

現地系の販売チャネル

へのアプローチ

＝現地地域卸と連携

【パートナー】

Umami Insider Online Store & Wholesale : https://umami-insider.com/

https://umami-insider.com/
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今回の取り組みの効果：米国現地系販路開拓

ターゲットに向けて”情報と商品をセットで”正しく届けることで
現地パートナーを巻き込みながらの販路開拓が期待できる

3.現地系卸の商品購入

(コンテンツチェック → 外食向け提案)

1.現地系消費者の商品購入

(ECサイトチェック→購入)

2.現地系小売店の商品購入

(少量テスト販売 → リピート購入)

4.現地系メーカーの商品購入

(検索 → 原料としての取り扱い)

現地系消費者からの購買をきっかけとし、複数チャネル(現地系小売・卸・メーカー)への導入を実現
各チャネルでの評価が波及的に拡がり、好循環が生まれている
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日本食市場の更なる拡大に向けて：競争と共創

海外日本食市場の更なる拡大のためには
“パイを奪い合う(=競争)”前に、”パイを広げる(=共創)”ことが必要

海外日本食市場の

成長は一巡

日本食を出せば儲かる

→出している日本食の

内容が問われる

海外日本食市場

海外日本食市場が

広がったことで日本食の

理解も深まっている

海外日本食市場が

広がったことで差別化

ニーズも高まっている

市場ニーズ

付加価値の発信にも

相手が興味を示す段階に

差し掛かっている

付加価値提案が

進むことで商品数が増え

市場がより活性化する

更なる拡大フェーズへ

こ
れ
ま
で

今
後
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本日のまとめ

日本食輸出
の状況

日本食輸出
の課題

日本食輸出
の可能性

• 海外の日本食市場は多様化しつつ広がっている

• 更なる輸出拡大に向けては潜在需要の掘り起こしが重要

• 現地パートナーを上手く巻き込むことで取り組みは加速する

• 日本食の魅力が海外で広く認知された今こそが勝負！

• 新市場開拓の為には提案力の強化が必要(価値訴求)

• 新規販路構築の為には「戦略」、「コンテンツ」、「物流」、

「パートナー」を1セットで準備して臨むことが重要

クラウン貿易株式会社 :  https://www.crowntradingkobe.com/

https://www.crowntradingkobe.com/


株式会社KYOZUKE
輸出戦略と商流構築  



会社概要

会社概要
京漬物の製造を専門に行っています。京都の3大漬物で
ある、しば漬、すぐき漬、千枚漬などを提供し、伝統
的製法で昔ながらの味わいを守り、継承しながら製造
を行っています。

本社 京都府亀岡市

創業 １９１８年

海外輸出 フランス、イギリス、イタリア、ドイツ

認可・認証 漬物製造業許可・有機JAS認証（加工）



国内市場の縮小を背景に、新たな市場として海外展開を決断。
アメリカでの実績がその契機に。

海外市場に目を向け、
アメリカで実験的に試
食販売を開始。そこで
高評価を得る。

アメリカでの評価

米の消費量が減り、そ
れと合わせて漬物消費
量も年々右肩さがりと
なり、国内市場が縮小
。

国内需要の低迷

輸出国選定のため調査
を開始。輸出規制の観
点から弊社漬物はヨー
ロッパ輸出に向いてい
る。その中でも日本食
の理解が進んでいるフ
ランスをターゲットに。

フィジビリティ調査 EUへの輸出を決断

漬物を海外向けに改良
開始。

海外展開の背景



オーガニック需要を追い風に、
未開拓商品としての可能性を活かしたヨーロッパ展開へ。  

01 規制への適応

伝統的な独自製法が規制の厳しいヨ
ーロッパ市場に適しており、安心安
全な商品として高い評価を受ける。  

02 商品の特長  

有機JAS認証を取得し、常温での長期
保存可能を実現。  

03 ヨーロッパ市場の需要  

漬物という商品の未開拓性。オーガ
ニックであり、ヨーロッパの環境意
識の高い層のニーズに合致。長期保
存もポイント。  

ヨーロッパ市場での評価



GFP伴奏支援プログラムを活用し、小売店・レストランに
直接アプローチする形で輸出戦略を策定。  

メンターからの支援

日本食材輸出チームの結成

輸出戦略の支援

商流構築の支援
 

GFP伴奏支援プログラムの活用  

メーカー  
ディストリ
ビューター  

小売店
レストラン

直接アプローチ

注文注文

新しい輸出戦略

フランス市場での取組（2024年度）



現地試食会を通じたチーム間の連携で商流構築を推進する。
※農水省の加工食品クラスター事業を活用し資金面・人的面の課題を克服。

フランス市場での取組（2024年度）

20名以上のシェフ・食品関係者とコンタクト

フレンチメニューで使えるレシピの開発

その場で採用を決断・スムーズな商流構築へ

事業者間のコラボレシピが生まれた
 

試食会での成果



イギリス市場での成功を目指し、
フランス市場での経験を活かした新レシピ提案と商流構築の強化を行う。

フランス市場の経験を活かす

フランス市場での経験を基に、現
地シェフとの試食会や新レシピ提
案を通じて、イギリス市場向けの
効果的なマーケティング戦略を展
開。

商流構築の強化

イギリス市場での成功のために、協
議会メンバーとの連携を強化し、引
き続き一社ではできない輸出戦略を
展開。レストラン・小売店が直接欲
しいと言って頂けるような商品づく
りをチームと連携して行う。

2025年度の取組（イギリス市場）



海外における発酵への関心



海外の書店で発酵関連
の書籍取扱いが増加



海外の大学等でも発酵関連の講座
やプログラムが増加



海外の大学等でも発酵関連の講座
やプログラムが増加



海外の大学等でも発酵関連の講座
やプログラムが増加



オンライン教育プログラムでも同
様の傾向。写真はMaster Class。



世界で発酵が
注目されている理由は？

ガストロノミー

ウェルビーング

サステイナビリティ



レストラン関連の記事でも発酵を
切り口にしたものが増加。



レストランの格付けランキングで北
米トップのBlue Hillも発酵に注力



レストランの格付けランキングで北米
トップのBlue Hillも発酵に注力



レストランの格付けランキングで
世界トップのNomaも発酵に注力



NomaとSan-Jで共同開発した
発酵調味料



世界の発酵ブームが

日本人不在で進みつつある



日本発の発酵の英語の本が一冊もない



スピーカー28人中
日本人は1人



審査員等39人中
日本人は1人



日本が世界の発酵の進化に
貢献していくために



インスタ

インスタグラム等
SNSで英語で発信



Website等もまとまった情報
を英語で発信



実際に発酵現場に触れる機会を提
供（VA州の醤油工場を一般開放）



The factory tour.

Appeal to all five senses as 
much as possible, including 
touch, taste, and smell.

実際に発酵現場に触れる機会を提
供（VA州の醤油工場を一般開放）



We invited manufacturers who 
sell koji-related products (free 
to exhibit). 

実際に発酵現場に触れる機会を提
供（VA州の醤油工場を一般開放）



Visit the worksites.



Media exposure 



Participants became Evangelists



San-Jの物流を活用して日本からの新規参入をヘルプ

１．全米約18,000店舗に納入

２．高級市場では全米シェアトップ

３．日系問屋を介さず米系チャネルを直接利用

• 醤油カテゴリーではKikkomanについでシェア２位、高級市場ではトップシェア
。

• 例えばホールフーズでは全米520店舗全てに配架、11品目が配架されており、
日系食品メーカーでは最多。

• 問屋：全米トップ２社の問屋と直取引、現地系ブローカーも活用。
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参考：ホールフーズの醤油棚の写真。赤枠がSan-J商品で、約４割を占める。



輸出への貢献：現状

メーカー 日系商社 日系問屋 日系小売 アジア系消費者

• 日系問屋が直口座を持って
いるのは、ほぼ日系小売に
限られる（勿論例外有り）

• 日系は規模が小さい。例え
ば大手の日系小売で全米10
数店舗。

• 一方、自然食大手のWhole 
Foodsは500、Grocery大手
のKrogerは3000、Wal Mart
は5000店舗。

• 日系小売に買いに来るアメ
リカ人消費者は少数。

• 下流（商流・物流・購入者）
が全て日系である為、日本語
が求められるケースが多く、
結果として、メーカー担当者
（営業、マーケ・会計・出荷
等々）も日本人になりがち。
この組織での米系参入は構造
的に困難。
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一般的な日系食品メーカーの商流とその課題
日本語が使える環境を優先しがちなので、日系商社・問屋を使いがち。ただ、日系問屋は米
系へのパイプが弱いため、売り先が日系小売に偏る。
結果として、日系人・アジア人向けの商売に偏り、商品や組織体制も日系市場に最適化され
てしまう（＝逆に米系市場との相性が悪くなる）



輸出への貢献：課題

メーカー 日系商社 日系問屋 日系小売 アジア系消費者

• 例えば、UNFIはWarehouse
毎に20カ所以上の配送先が
無ければ扱わない。

• 米系大手小売の担当バイヤー
と直で話が出来るか。

米系問屋 米系小売 米系消費者

ブローカー

• 実績無いと月間数千㌦のリテー
ナを要求されがち（歩合なので
取扱量が増える迄は最低保証額
必要）。

• 日系小売では使わない職種なの
で、管理方法が不慣れ。

• 商流が長くなるので、
• 各レイヤーでマージン発生し、

末端価格が高くなる。
• 消費者や小売バイヤーの声を拾

えず、グリップも困難。
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日系商流を使って米系に参入を試みる際の課題
多くの日系食品メーカーは、「先ずは米国の日系市場でボリュームを作ってから米系に横展
開すれば良い」と考えがち。ただ、日系問屋は米系小売に直接のアカウントを持っていない
事が多く、その場合は間に米系問屋を挟まねばならない。
結果として、マージンが嵩む上に末端を把握しきれず米系に入りきれない。
また、前項で見たように、日系小売に最適化された商品（漢字多用等）や組織（日本人営業
マン等）になってしまっているので、それらが逆に米系では足枷になる。

• 在米日本人向けに販売してる商
品をそのまま流通させても、ア
メリカ人には手が伸ばし難い。

• 日本人が好む味や、日本語多用
のパッケージデザイン等が阻害
要因に。



輸出への貢献：解決案

メーカー 日系商社 日系問屋 日系小売 アジア系消費者

• 例えば、UNFI・KEHE共に全
ての倉庫でSan-J品がありア
カウント開設済み。

• 各倉庫からのトラックも毎
月数本来るので、いずれ追
加作業が容易。

• Wegmansや安価チェーンを除いて、San-Jが納入
されていない米系有力小売チェーンは無い。→
全てのバイヤーへの直接提案が可能。

• San-JUPCコードであれば、San-Jと見做され、
アカウント毎に発生する費用が掛からない。

米系問屋 米系小売 米系消費者

ブローカー
• San-J既存Broker使えばリテー

ナーを支払う必要無し。

San-J
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San-J商流を使った米系参入の試み
既にSan-Jは全米ほぼ全ての小売チェーンにアカウントがある。よって、そのチャネルを或る
種のインフラと捉え、そのチャネルに他社メーカーも載り合いさせ、効率的な導入を図る。日
系メーカーは輸出・通関・倉庫・入出荷・営業・集金・ブローカー管理等に新たな投資をせず
、商品開発やPR等に特化できる。

• 日本の自社工場からの移
送品コンテナに混載可能
（毎月数本仕立て）。通
関もSan-J社員が対応して
いるので、外部を使う必
要無し。



輸出への貢献：対応事例
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展示会でのSan-Jブースの活用例

• 展示会では、有力リテールのバイヤーは既に配架されてる現行メー
カーのブースを廻る事で忙しい。結果として、様々な新規メーカー
のブースを廻って新商品を探す時間を確保し難しい。

• その限られた時間の中、海外からの出展エリア（JETRO様等の
Japan Booth含め国毎にまとまってるエリア）を積極的に廻らない

事も。理由は、これら海外エリアに出展してるメーカーは米国内で
の商流・物流を確保していないケースが多く、取引開始に時間が掛
かる為（バイヤーも既知）。

• San-Jには有力リテールのバイヤーだけでなくUNFIやKEHE等の担
当者も訪れる。よって、同じブース内であればSan-Jの営業マンが
そのまま共同出展メーカーに紹介しやすく、先方の抵抗も低い。

展示会でSan-Jブースに共同出展する利点

Kimono Mom社

オリゼ社

東京バル社

San-Jブースを訪れた
ホールフーズバイヤー



輸出への貢献：成功例
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San-J商流を使った成功事例

• ３月のNatural ExpoでSan-Jブースに出展したKimono Mom
社が、ホールフーズで採用に。9月から全店配架決定。

• ホールフーズでは、メーカーをRegional AccountとGlobal 
Accountに分けて管理している。Regional Accountとして採
用されても、或る特定の地域のみ（CA州南部のみ等）でし
か配架されない。

• San-JはGlobal Accountとして認定されているので、San-J
が提案する商品はテキサス州の本社で採用可否が検討され
る。この検討会にてKimono Momブランドの商品採用が決ま
ったので、全米450店舗での配架が決定した。Global 
Accountとして扱われている日系食品メーカーは恐らく10社
強程度ではないか。代表例ではキッコーマンさん、ハウス
さん、伊藤園さん、カルビーさん、森永さん、マルカンさ
ん等。

• ラベルはKimono Momブランドだが、裏のUPCコードは
San-J社のものを使用している。よって、問屋・小売での扱
いはSan-J社の商品の一部として扱われる。よって、たとえ
ば店頭値引きプロモーション等を行うときには、San-Jが
Promo Fee（一回当たり１万１千ドル）を支払っていれば、
これはアカウント単位のFeeなので、Kimono Mom社は別途
支払う必要はない。

• Brokerも自動的にSan-J社のブローカーが全社扱う事になる
。アカウント開設等の審査・事務処理は必要ない。
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旧ブース

新ブース：1.5倍に拡張



Corporate Introduction

© 2024 Daikyo Foods Co., Ltd.

2025年2月28日
株式会社 DAIKYO 
大京食品株式会社



会社概要

品目別売上⽐率

企業目的

大京食品は、『おいしいをお届けするために出来ること』を考えます。

設⽴年月日 1988年2月

味付け あげ

83%

惣菜

その他

10％

7％
資本⾦

代表者

事業内容

従業員数

主要取引先

85百万円（2022年8月 現在）

代表取締役 / 大澤 幹也

食品（惣菜）の製造・販売

70人（2024年4月）

国内 : 250社 海外 : 30社

所在地 京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町275
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大京食品の歩み

1990 Mar. ：大京食品設⽴

1992 July. ：事業拡大の為、第二工場を新設

2004 July. ：旧本社工場跡地に新本社工場完成

2004 Nov. ：本社工場 ISO9001:2000認証取得

2005 Nov. ：資本⾦を2,000万円から4,500万円へ増資

2008 Mar. ：資本⾦を4,500万円から7,000万円へ増資

2010 Oct. ：本社工場ISO22000：2005認証取得

2011 Mar. ：資本⾦を7,000万円から8,500万円へ増資

2012 Apr. ：中部営業所・九州営業所を開設

2013 Nov. ：おあげファクトリー（油揚げ製造工場）を新設

2016 Oct. ：本社及びファクトリーFSSC22000認証取得

2020 Mar. ：大京食品設⽴30周年
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会社組織図

開発
品質

生産

大京食品株式会社 研究開発室

本社工場

株式会社 DAIKYO

おあげファクトリー

営業部

特販課

管理

総務部

株式会社 DAIKYO

・日本の様々な食文化を、世界各国にお届けします。

経理

営業事務
営業

P. 3



大豆から「いなり」までの一貫生産

製品包装

開発から製造、販売にいたるまで、

全てのプロセスで品質を高める活動に

取り組んでいます。
品質

■品 質 ：徹底したトレーサビリティ

■納 期 対 応 ：安⼼の⻑期安定供給を約束

■カスタマイズ ：お客様のお好みに合わせたお味に対応

お客様に安⼼して商品を

お使いいただけるよう

⻑期安定供給を実施しています。

大豆浸漬

フライ

レトルト殺菌

安定
供給

独自の製法により、ふっくらとしたやわらかい油揚げを

製造しています。

安全で、安⼼して召しあがれる油揚げをお届けする

ため、安定した品質の維持を実施しています。

フライヤー 一貫ライン
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徹底した品質管理により安全な食品を提供

FSSC22000認証取得

国際的な認証規格である、

FSSC22000（食品安全マネジメ
ントシステム）を認証取得し、厳格
な管理体制で品質・安全の維持・
向上に努めております。

衛⽣管理

エアーシャワーはもちろんのこと、粘着
シートによるローラー掛け、手洗い・
アルコール消毒を徹底し、従業員へ
の定期教育による継続した啓蒙を
実施しております。

品質管理

原材料から商品まで、細菌検
査や理化学検査、官能検査を
実施し、安全な商品のみ出荷
しております。

P. 5



当社は世界中にいなりをお届けしております！（FCL貨物）

東南アジア

中国圏 北米

 EU韓国

オセアニア

私たちは本物の日本食
を世界中にお届けした
いと考えています。
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海外戦略

回転寿司お弁当

お惣菜

ファーストフード 中食

• 米国・ヨーロッパ中⼼にいなりのおあげやかんぴょう等を輸出

➢ アメリカでは現地系小売りでも取り扱い有

➢ EUの厳しい規制にも対応してきたことでシェア獲得

• いなりは植物性蛋白・2年の賞味期限・フードコストが安い
等ハンドリングがしやすくハードルが低いことが強み

• 宗教的な制約も受けずヴィーガンも含めた全世界の人々
に通用

➢ ハラルに抵触しない原料構成によりイスラム圏へ拡大

➢ 経済成⻑が著しいベトナム・フィリピン・インドネシア等の
ASEAN諸国に加え、今後人口増加と消費拡大が期
待されるブラジル・アルゼンチン等の南米へも営業展開

• 各国の展示会にも積極的に参加、ヴィーガン対応・規制対
応・直接貿易等の強みも活かして輸出促進

➢ ヴィーガンフーズフレンドのクラスター取組でも自社の商
社機能を活用して混載輸送する等連携
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海外のヴィーガン市場

• ヴィーガン・グルテンフリーのニーズは圧倒的に増加

➢ 全世界でヴィーガン人口は10パーセント程度

• 北米・ヨーロッパ・オセアニアはヴィーガン・グルテンフリーに関
する意識も非常に高いため、輸出メリットも増加してきている

➢ アメリカのレストランではヴィーガンメニューが確実にある

➢ 北米の中でも、西海岸でのヴィーガンニーズが大きく、
西海岸から東海岸へトレンドが広まっている認識

• 東南アジアはまだヴィーガン・グルテンフリーに対する意識は
あまり高くない

• 家庭内での習慣でヴィーガンになるケースも多く、ヴィーガン
の家族はヴィーガンというイメージが多い

• ヴィーガン志向の年齢は多岐にわたる認識で、ヴィーガンが
多い年齢等の傾向は観測していない
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海外のヴィーガン市場 (Whole Foods U.S.)
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ヴィーガン認証

• ヴィーガンにおける認証や定義は様々だが、自社商品は動
物性の原料が含まれないように注意している

➢ ゼラチン・砂糖等の原料にも動物性原料が含まれない
いよう注意

➢ 出汁は昆布のみでカツオは使っていない

• 日本国内のヴィーガン認証機関で認証を取得

➢ オーガニック商品であれば認証を求められるが、ヴィー
ガン商品はディストリビューターの考えで認証の必要
性が変化する

➢ BtoB向けの輸出に注力している現時点においては、
ヴィーガン認証や証明の提示を求められたことはない

➢ ヴィーガン認証の基準も、認証機関に応じて変化す
るため、認証を取得する際は可能な限り厳しい基準
の機関で取得することが、信頼性の担保に効果的

➢ 輸出において最も理想なのは国際認証なため、次ス
テップとして国際認証取得を図る
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輸出関連の受賞歴

「令和３年度 輸出に取り組む優良事業者表彰 」
農林水産省 輸出・国際局長賞を受賞しました。

詳しくはこちらから↓(農
林水産省ホームページ）

P. 11

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/r302.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/r302.html


大京食品のCSR
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プラントベース食品の輸出と
食品表示の留意点について

• 2025/2/14 第1-7版



主な内容

プラントベース食品の輸出と食品表示の留意点として、

以下の内容についてお伝えしたいと思います。

1．名称と栄養成分の誤認防止について

2．“規格のない食品”の使用基準について

3．強調表示と“代わりに使用する原材料”について

2



名称と栄養成分の
誤認防止について



日本のQ&A - プラントベース食品

4

Q 商品名に「大豆肉」などと表示することは問題となるか。

A 商品名とは別に、「大豆を使用したものです」、「お肉を使用していません」と表示するなど、
誤認する表示になっていなければ問題となることはありません。

Q 一括表示の原材料名はどのように記載すべきか。例えば、代替肉や液卵と記載可能か。

A 大豆から作られている食品の場合には、「大豆」「大豆加工品」等と記載してください。なお、
プラントベース（植物由来）食品の原材料の名称としては、現時点では、肉や卵を含む用語は 、
「一般的な名称」とは言えないと考えます。

日本の「プラントベース食品等の表示に関するQ&A（消費者庁）」は、名称に関する誤認（景品
表示法）とアレルゲンの誤認の防止を主な目的とした注意喚起といえます。

https://www.caa.go.jp/notice/other/plant_based/
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米国のガイダンス① Plant-based動物由来代替品

米国では、動物由来食品の代替品として販売される植物由来の製品（Plant-Based Alternatives 
to Animal-Derived Foods）の表示のガイダンス案が公表されています（FDA：2025年1月）。

名称

規格 個別食品規格のない食品（non-standardized foods）とする

表示事項 PDP（Principal Display Panel：主要表示面）に太字で表示する

表示方法 由来植物名を明記すること（例：soy, lentil, walnut）

禁止事項 meat-free（non, less等含む）、veganのみの表示は推奨しない

栄養成分

栄養基準 -

表示事項 -

表示方法 -

「non-standardized foods」と位置づけており、使用する原材料や含まれる成分に関
する規格は示されていません。名称の誤認防止として「由来植物名の明記」が必要です。

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/draft-guidance-industry-labeling-plant-based-alternatives-animal-derived-foods
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米国のガイダンス② Plant-based乳代替品

また、乳の代替品として販売される植物由来の製品（plant-based milk alternatives：PBMA）の
表示のガイダンス案による基準は以下のとおりです（FDA, 2023年2月） 。

名称

規格 個別食品規格のない食品（non-standardized foods）とする

表示事項 “dairy-free”, ”non-dairy”の表示を推奨

表示方法 由来植物名を明記すること（例：soymilk, soy beverage）

禁止事項 dairy-free milk は不適切、Plant-based milkのみの表示は推奨しない

栄養成分

栄養基準 乳と異なる栄養価であると判断できるよう「別表1」を使用すること

表示事項 乳よりも含有量が少ない栄養成分の表示を推奨

表示方法 PDPの商品名に近接して表示することを推奨

特に乳代替品においては、名称（由来植物名の明記）と同程度に栄養（特に乳よりも
含有量が少ない栄養成分）に関する誤認の防止が重視されていることが分かります。
※対象国における「食品規格」を確認する

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/draft-guidance-industry-labeling-plant-based-milk-alternatives-and-voluntary-nutrient-statements
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米国のガイダンス - 乳代替品と栄養成分表示

例：「乳とは異なる栄養組成を持つプラントベース代替乳に、
“Contains lower amounts of [〇〇] than milk.（乳より○○の含有量が少ない）”の表示を推奨」

（主要表示パネルの商品名の近接した場所に表示すること。マーク（例：「†」）での誘導も可）

別表1の栄養成分をもとに、乳とは異なる栄
養価であることを製品主要面に表示します。
（一方で、相対的に多い旨の表示も可能）



＜オーストラリア・ニュージーランド＞
乳よりたんぱく質の含有量が少ない植物由来の飲料には、「本製品は、5歳未満の乳幼児に対して
は、完全な代替乳として適しません。」、また適切な量のたんぱく質を含むが脂質の含有量が少な
い乳製品並びに植物由来代替乳には、「本製品は、2歳未満の乳幼児に対しては、完全な代替乳と
して適しません。」という表示を義務付ける、等の表示基準（FSANZ）があります。

＜カナダ＞
2024年10月、プラントベース食品（卵の代替品）の表示方法に関するガイダンスが公表されまし
た。文字サイズや用語のほか、写真（農場等）に関する誤認防止規定があります。また「鶏卵より
30% 脂肪含有量が少ない」等の表示は、栄養比較強調表示の要件を満たす必要があります。

その他参考：Environmental claims
2024年7月、英国広告基準協議会は環境強調表示をする製品広告の用語や写真（農場等）に対して
誤認防止規定を定めています。同じく2024年7月、韓国公正取引委員会はいわゆるグリーンウォッ
シュ（実態と異なる環境強調表示）に対する規制を定めたガイドラインを公表しています。
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輸出時は名称、栄養の「誤認防止」規定に注意

https://www.foodstandards.gov.au/consumer/nutrition/milkaltern
https://inspection.canada.ca/en/about-cfia/transparency/consultations-and-engagement/completed/label-and-represent-plant-based-alternatives/proposed-guidance
https://www.asa.org.uk/news/food-for-thought-environmental-claims-in-food-advertising.html
https://www.ftc.go.kr/eng/cop/bbs/selectBoardList.do?key=1495&bbsId=BBSMSTR_000000002442&bbsTyCode=BBST11


“規格のない食品”
の使用基準について



輸出時の添加物確認の手順（個別食品規格あり）

10

①『乳酸菌飲料』の定義に該当するか

②『乳酸菌飲料』に『乳酸カルシウム』
の使用基準はないか（用途や使用量の
制限はないか）

例）『乳酸カルシウム』を使用した『乳酸菌飲料』

①対象国における「食品規格」を確認する

②その食品に対する「使用基準」を確認する



輸出時の添加物確認の手順（プラントベース）

例）『乳酸カルシウム』を使用した『乳酸菌飲料（乳製品不使用）』

11

①対象国における「食品規格」を確認する

②その食品に対する「使用基準」を確認する

①『乳酸菌飲料』の定義に該当するか
→その他“規格のない食品”となる可能性

②『その他“規格のない食品” 』に
『乳酸カルシウム』の使用基準はないか
（用途や使用量の制限はないか）

食品規格は「使用する原材料（や含まれる成分）」にも影響を受けます。
そして使用できる添加物は「食品分類」「物質名」「用途」で異なります。
規格がない食品は分類が不明確になり、添加物の使用可否の判断が難しい場合があります。



日本の添加物使用基準と「その他の食品」
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日本の「食品添加物」にも「その他」の設定
があるものもあります。個別の食品規格があ
るものの代替品である場合は確認が必要です。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives


13

「規格のない食品」の設定が
ある場合（例：カナダ）は、
規格のある食品と比較して確
認します。

「その他の食品」「規格のな
い食品」の設定がない添加物
の場合は注意が必要です。

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._870/page-43.html#h-573289
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シンガポールFood Regulation
の甘味料の使用基準（表13）。
「Soybean-based 
beverages」の設定はあります。

https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=Sc13-#Sc13-


15

強調表示と
“代わりに使用する
原材料”について



外部の確認が難しい「引き算型」の強調表示

『カルシウム豊富』

『ハイカカオ』

『シチリア産レモン使用』

16

『低糖質』『糖類〇％オフ』

『乳（肉）不使用』

『保存料不使用』

強調表示は、「足し算型」と「引き算型」の2種類に分けて考えることができます。

製造者を除く外部関係者（輸入商社、通関業者、販売者等）にとって、

足し算型の強調表示であれば、その関連原材料や成分の想定は比較的容易かもしれません。

一方で引き算型は、配合表や分析結果での有無を確認することはできても、

製法上の工夫（代わりに使用した原材料）を外部関係者が想定することは困難といえます。



輸出時の表示確認の手順（足し算型の強調表示）

例）『乳酸カルシウム』を使用した『乳酸菌飲料』に『Ca豊富』と表示
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①『乳酸菌飲料』の定義に該当するか

②『乳酸菌飲料』に『乳酸カルシウム』
の使用基準はないか（用途や使用量の
制限はないか）

③『乳酸カルシウム』の表示方法の規制
（注意喚起の表示義務はあるか、『Ca
豊富』と表示できるか）を確認

『乳酸カルシウム』の重要性
は外部関係者も気づきやすい

①対象国における「食品規格」を確認する

②その食品に対する「使用基準」を確認する

③使用できる場合には「表示基準」を確認する



輸出時の表示確認の手順（プラントベース）

例）大豆を使用した『大豆ミート食品』に『肉不使用（Meat Free）』と表示

18

①対象国における「食品規格」を確認する

②その食品に対する「使用基準」を確認する

③使用できる場合には「表示基準」を確認する

① 『大豆ミート食品』や植物由来食品等の
定義はあるか（ない場合、②の手順で
その他”規格のない食品“があるか確認）

② 食肉を使用せず肉のような味、食感、
色調等を実現するにあたり欠かせない
原材料（添加物）に使用基準はないか

③ 『肉不使用（Meat Free） 』の表示方法
の規制（名称や栄養成分の表示方法や
誤認防止規定はあるか）を確認

製造者以外は気づきにくい（発見が遅れやすい）



本日のポイント

① プラントベース食品は、個別の「食品規格」のない国が多い。
そのため表示は「誤認防止」が重視される（特に代替乳は栄養成分に注意）。

② 添加物使用基準は「その他（規格のない食品）」の設定の有無を確認する。

設定がない場合や、規格のある食品より厳しい閾値が設定されている場合に注意。

③添加物と比べ、強調表示に関する原材料と成分への外部指摘は後回しになりやすい。

特に「代わりに使用する原材料※」の基準は早い段階で確認する。

（※例：肉のような味、食感、色調等の実現に欠かせない原材料や添加物）
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参照先および引用元一覧

プラントベース食品等の表示に関するQ&A（日本）

食品添加物 （日本）

Draft Guidance for Industry: Labeling of Plant-Based Alternatives to Animal-Derived Foods （米国）

Draft Guidance for Industry: Labeling of Plant-Based Milk Alternatives and Voluntary Nutrient Statements （米国）

Plant-based milk alternatives （オーストラリア・ニュージーランド）

Proposed guidance: How to label and represent plant-based alternatives to egg products（カナダ）

Environmental claims in food advertising （英国）

Environmental Labeling and Advertising Review Guideline （韓国）

Soya bean milk, Flavoured soya bean milk （シンガポール）

Food Regulation THIRTEENTH SCHEDULE（シンガポール）

Food and Drug Regulations PartB DIVISION 16 Food Additives （カナダ）

20

https://www.caa.go.jp/notice/other/plant_based/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/draft-guidance-industry-labeling-plant-based-alternatives-animal-derived-foods
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/draft-guidance-industry-labeling-plant-based-milk-alternatives-and-voluntary-nutrient-statements
https://www.foodstandards.gov.au/consumer/nutrition/milkaltern
https://inspection.canada.ca/en/about-cfia/transparency/consultations-and-engagement/completed/label-and-represent-plant-based-alternatives/proposed-guidance
https://www.asa.org.uk/news/food-for-thought-environmental-claims-in-food-advertising.html
https://www.ftc.go.kr/eng/cop/bbs/selectBoardList.do?key=1495&bbsId=BBSMSTR_000000002442&bbsTyCode=BBST11
https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=P1IV-#pr181-
https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?ProvIds=Sc13-#Sc13-
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._870/page-43.html#h-573289


ご清聴ありがとうございました！
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Decernis Solutionsのご紹介

各国の基準情報を検索できるシステム「Regulatory Library (gComply)」には、対象国数212ヶ国以上、言語は40
以上、食品や飲料などの消費者向け製品、添加物、化学物質、化合物、容器包装への表示などの基準に関する文書
が95,000点以上格納されています。ラベルバンクはデータベースのメンテナンスをしており、実務上の課題に即し
たサポートが可能です。

https://www.label-bank.co.jp/decernis_solutions/gcomply/
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